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【
要
約
】
　
蒙
古
文
献
に
記
さ
れ
る
有
名
な
ダ
ヤ
ン
カ
ー
ン
が
中
濁
文
献
の
何
人
に
奉
り
、
如
何
な
る
紀
年
を
持
つ
か
は
従
来
諸
説
が
あ
っ
て
～
照
し
な

か
っ
た
。
曲
率
的
な
説
と
し
て
、
和
田
清
、
萩
原
淳
平
両
氏
の
説
を
こ
こ
に
挙
げ
れ
ば
、
和
田
氏
は
こ
れ
を
バ
ト
ム
ン
ケ
に
比
定
し
、
一
四
六
四
生
れ
、

～
四
八
一
即
位
、
一
五
三
二
！
三
年
死
と
し
、
萩
原
氏
は
前
者
の
弟
．
ハ
ヤ
ン
ム
ン
ケ
と
し
、
一
四
八
八
邸
位
、
一
五
一
九
一
二
〇
年
死
と
し
た
。
し
か
し

私
見
に
よ
れ
ば
ダ
ヤ
ン
カ
ー
ン
は
バ
ヤ
ン
ム
ン
ケ
で
あ
り
、
一
四
六
九
生
れ
、
一
四
八
七
即
位
、
一
五
一
九
年
死
が
正
し
い
。
蒙
古
文
献
は
、
バ
ト
ム
ン

ヶ
、
バ
ヤ
ム
ン
ケ
、
及
び
そ
の
後
に
立
っ
た
ボ
デ
ィ
ア
ラ
タ
の
三
代
の
カ
ー
ン
の
事
蹟
を
一
人
の
英
雄
に
集
中
的
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
完
全
に
伝

説
化
し
た
ダ
ヤ
ン
カ
ー
ン
を
構
成
し
て
い
る
。
蒙
古
文
献
特
に
蒙
古
源
流
は
伝
承
を
集
大
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
歴
史
文
献
で
は
な
い
。
和
田
氏
の
考
え

は
、
伝
説
を
以
て
歴
史
を
整
理
し
た
と
こ
ろ
に
基
本
的
な
誤
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吏
林
闘
八
巻
四
号
　
一
九
六
五
年
七
月

鳳

　
一
三
六
八
年
元
の
最
後
の
天
子
順
潮
は
大
都
を
棄
て
て
北
方
へ
と

退
避
し
、
華
・
か
な
元
朝
史
は
こ
こ
に
一
応
そ
の
幕
を
閉
じ
た
。
し
か

し
順
番
及
び
そ
の
子
孫
と
一
党
は
タ
タ
ー
ル
系
モ
ン
ゴ
ル
と
し
て
長

く
ス
テ
ッ
プ
地
帯
で
活
動
を
継
続
し
、
更
に
は
西
方
の
オ
イ
ラ
ー
ト

系
（
串
刺
）
の
諸
勢
力
を
交
え
て
、
遊
牧
民
族
の
抗
争
と
紛
乱
は
止

ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
十
五
世
紀
の
後
半
に
至

り
、
タ
タ
ー
ル
系
に
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ン
U
騨
《
欝
ロ
ρ
ミ
ρ
謬
な
る
名
君
が

出
て
こ
の
混
乱
を
巻
藁
し
、
ま
が
り
な
り
に
も
一
応
蒙
古
の
統
一
を

完
成
し
て
後
世
の
太
平
の
基
を
開
い
た
。
そ
れ
か
ら
後
の
蒙
古
の
支

配
階
級
で
あ
る
諸
王
侯
は
、
一
部
を
除
い
て
は
殆
ど
が
ダ
ヤ
ソ
カ
！

ソ
の
子
孫
で
あ
り
、
従
っ
て
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
の
名
は
近
世
蒙
古
史
で

は
不
朽
の
も
の
と
な
っ
た
。
当
然
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
の
事
蹟
は
蒙
古
文
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献
に
は
詳
細
に
記
さ
れ
、
漢
文
献
に
も
一
般
に
は
　
生
母
、
達
延
汗

等
の
名
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
漢
文
献
に
お
け
る
こ
れ
ら
の

呼
称
は
後
代
の
も
の
で
あ
り
、
同
時
代
的
な
文
献
に
は
何
れ
に
も
そ

の
名
は
あ
ら
わ
れ
ず
、
通
称
と
し
て
は
前
代
か
ら
引
続
い
て
小
王
子

の
名
が
用
い
ら
れ
、
固
有
名
詞
と
し
て
把
禿
猛
撃
醤
酔
．
窪
愛
δ
写
。

（
〈
⇔
づ
暮
質
白
密
σ
q
ざ
）
、
　
把
顔
猛
可
噂
ρ
9
嵩
湾
§
搾
．
o
（
〈
G
σ
主
導

笹
9
σ
q
ぎ
）
等
の
名
が
あ
ら
わ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の

名
で
呼
ば
れ
る
カ
ー
ン
の
諸
紀
年
は
、
蒙
古
文
献
に
記
さ
れ
る
諸
年

代
と
非
常
な
相
違
が
あ
り
、
調
整
が
頗
る
困
難
な
闘
題
と
な
っ
て
い

る
。
従
っ
て
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
が
野
史
の
何
人
に
当
り
、
ど
の
よ
う
な

紀
年
を
持
つ
か
と
い
う
こ
と
は
蒙
古
史
上
の
難
問
の
一
つ
と
な
り
、

今
ま
で
に
種
々
の
説
が
行
わ
れ
て
き
た
。

　
我
が
国
で
、
こ
の
問
題
を
最
初
に
取
上
げ
た
の
は
和
田
氏
で
あ
り

（
和
田
四
二
五
頁
以
下
）
、
氏
は
バ
ト
ム
ソ
ケ
を
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
と
見
、
そ

の
年
代
を
天
幕
八
年
甲
申
（
一
四
六
四
）
生
れ
、
風
化
十
七
、
八
年

（一

l
八
晶
一
八
二
）
即
位
、
嘉
靖
十
一
、
二
年
（
一
五
三
二
⊥
一
｝
三
）
死

と
考
定
し
た
（
和
田
四
二
七
－
八
、
四
訟
毛
頁
）
。
和
田
氏
の
研
究
は
蒙
古
、

中
国
の
両
文
献
を
詳
細
に
対
照
し
た
も
の
で
、
従
来
こ
れ
は
殆
ど
決

定
的
な
説
の
ご
と
く
扱
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
、
最
近

萩
原
氏
は
中
鼠
史
料
を
中
心
と
し
て
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
を
バ
塾
ム
ソ
ケ

の
弟
バ
ヤ
ソ
ム
ソ
ヶ
と
見
、
そ
の
在
位
年
代
を
弘
治
元
年
（
一
四
八
八
）

か
ら
正
徳
十
四
、
五
年
（
一
査
一
九
－
二
〇
）
死
ま
で
と
す
る
新
説
を

出
し
た
（
荻
原
二
三
六
、
工
五
〇
頁
）
。
而
し
て
蒙
古
文
献
の
検
討
に
は
他

爲
を
期
し
た
が
、
恐
ら
く
そ
れ
に
よ
っ
て
も
大
し
た
変
更
は
必
要
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

は
あ
る
ま
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
両
氏
の
説
は
か
な
り
の
差
違
を
含
む
が
、
最
近
松
村
氏
は
萩
原
氏

の
論
文
の
批
評
に
お
い
て
、
萩
原
氏
に
よ
っ
て
保
留
さ
れ
た
蒙
古
文

献
の
検
討
を
種
々
行
い
、
蒙
古
史
料
か
ら
は
和
田
説
が
正
し
く
、
萩

原
説
は
成
立
し
な
い
も
の
と
し
た
（
松
村
九
五
頁
以
下
）
。
松
村
氏
の
見

解
は
ダ
ヤ
ン
カ
ー
ン
の
破
年
を
嘉
靖
十
年
辛
卯
（
一
五
三
一
）
と
し

（
松
村
九
九
頁
）
、
一
見
和
照
説
と
は
異
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に

相
違
は
な
い
か
ら
、
先
ず
和
田
氏
と
同
じ
説
と
見
て
差
支
え
な
い
で

あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
そ
こ
で
結
局
我
肉
は
和
田
説
か
萩
原
説
か
の
二
者
択
一
を
迫
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
が
、
実
は
両
説
と
も
蒙
古
文
献
の
、
こ
の
際
は
特
に

蒙
古
源
流
の
文
献
と
し
て
の
性
格
を
充
分
に
把
握
し
て
お
ら
ず
、
こ

の
点
に
注
意
す
れ
ば
第
三
の
説
が
成
立
す
る
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
蒙
古
文
献
の
ダ
ヤ
ソ
カ
！
ソ
と
い
う
の
は
、
バ
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ト
ム
ソ
ケ
、
パ
ヤ
ソ
ム
ソ
ケ
の
兄
弟
及
び
後
者
の
孫
で
そ
の
後
を
嗣

い
だ
ボ
デ
ィ
ア
ラ
タ
じ
d
O
象
巴
ミ
の
三
人
の
事
蹟
を
混
濡
し
て
作

り
上
げ
ら
れ
た
伝
説
的
英
雄
で
、
そ
の
ケ
ル
ン
に
な
っ
て
い
る
の
は

パ
ヤ
ソ
ム
ン
ケ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
以
下
そ
の
こ
と
を
論
証
す
る
が
、
叙
述
の
都
合
上
源
流
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
諸
紀
年
を
実
年
代
に
還
元
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
い

う
ま
で
も
な
く
源
流
の
諸
紀
年
は
志
学
を
以
て
表
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
干
支
に
従
う
と
、
中
国
文
献
と
の
間
に
種
々
の
年
代
の
相
違
が

r
出
て
く
る
。
中
国
文
献
の
年
代
は
先
ず
確
実
な
も
の
と
見
ら
れ
る
か

ら
、
源
流
の
方
に
誤
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
事
実
当
時
の

蒙
古
で
は
干
支
に
よ
る
紀
年
法
は
行
わ
れ
ず
、
十
二
支
の
み
に
よ
る

紀
年
法
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
実
例
は
数
多
い
が
、
明
実
録
、
野

史
類
等
に
あ
る
蒙
古
王
侯
か
ら
の
書
信
の
紀
年
が
、
皆
十
二
支
の
み

で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
証
明
で
き
る
。
し
て
み
る
と
源
流
の

千
支
に
よ
る
紀
年
は
必
ず
し
も
信
懸
で
き
ず
、
か
な
り
修
正
を
要
す

る
も
の
と
な
り
、
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
に
関
す
る
年
代
も
こ
の
点
を
充
分

に
注
意
し
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
の
前
後
の
時
代
で
、
源
流
に
現
れ
た
最
も

確
実
な
年
代
は
何
時
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
か
ら
検
討
を
始
め
た
い
。

先
ず
最
初
に
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
以
前
の
年
代
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い

て
は
既
に
和
田
氏
の
優
れ
た
研
究
が
あ
り
、
信
頼
す
る
に
足
る
の
で
、

そ
れ
に
拠
り
な
が
ら
論
を
進
め
て
ゆ
こ
う
。

二

　
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
以
前
の
カ
ー
ン
の
紀
年
で
、
源
流
と
中
国
側
の
記

載
が
一
致
す
る
の
は
ダ
イ
ス
ソ
カ
ー
ソ
U
3
・
置
蝦
コ
σ
q
ゆ
3
碧
の
残

年
で
あ
る
。
ダ
イ
ス
ソ
カ
ー
ソ
が
漢
文
献
の
解
脱
不
花
王
（
〈
ぎ
臼
0

9
舞
）
で
あ
る
こ
と
は
和
田
幾
の
論
証
し
た
ご
と
く
で
（
和
照
三
糊
　

頁
）
疑
う
必
要
は
な
い
。
ダ
イ
ス
ソ
カ
！
ソ
は
源
流
で
は
、
壬
寅
（
永

楽
二
十
年
、
一
四
二
二
）
生
れ
、
己
未
（
正
統
四
年
、
一
四
三
九
）
即
位
、

壬
申
（
景
泰
三
年
、
一
五
五
二
）
死
で
あ
る
が
、
和
田
氏
は
中
国
並
に

朝
鮮
文
献
か
ら
し
て
、
宣
徳
八
年
（
癸
丑
、
一
四
三
三
）
即
位
、
景
泰

二
年
（
辛
未
、
一
四
五
一
）
死
で
あ
る
こ
と
を
的
確
に
論
定
し
た
（
和

田
二
六
七
…
二
七
工
、
瓢
蓋
三
…
三
冬
一
癖
）
。
そ
の
妓
年
に
つ
い
て
は
尚
一

年
の
差
が
あ
る
が
、
和
田
氏
も
引
い
て
い
る
実
録
景
泰
三
年
九
月
庚

子
の
条
の
、
遼
東
の
軍
人
徐
勝
が
虜
中
よ
り
脱
回
し
て
の
言
に
、
景

泰
二
年
十
二
月
二
十
八
日
に
エ
セ
ソ
国
器
ロ
が
ト
ト
ブ
ハ
王
を
殺
し

た
と
あ
り
（
史
料
蒙
古
篇
三
、
四
三
六
頁
、
和
動
｝
㎝
三
九
頁
）
、
二
年
で
あ
る
こ

36　（514）



ダヤソ四一ソにおける史実と伝承（佐藤）

と
は
間
違
い
な
く
、
そ
の
日
付
か
ら
す
れ
ば
、
蒙
古
側
が
三
年
と
と

ら
た
の
も
大
し
た
誤
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　
と
に
か
く
こ
こ
で
両
国
文
献
の
紀
年
は
一
致
す
る
の
で
、
そ
の
後

の
紀
年
は
問
題
な
く
ス
ム
ー
ズ
に
ゆ
く
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

う
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
ダ
イ
ス
ソ
カ
ー
ン
の
後
継
老
は
、
ウ
ケ
ク
ト
カ
ー
ソ
⇔
閑
巴
ハ
窪

ρ
ρ
謎
⇔
で
あ
る
が
、
漢
文
献
で
は
麻
児
可
児
、
馬
町
古
児
告
思
王
子

　
　
　
　
　
③

等
と
出
て
く
る
。
こ
の
王
は
源
流
で
は
壬
申
（
景
泰
王
年
、
一
四
五
二
）

に
即
位
し
、
翌
癸
酉
（
景
泰
四
年
、
一
四
五
三
）
に
死
ん
だ
こ
と
に
な

っ
て
い
る
が
、
和
田
氏
は
漢
文
献
か
ら
こ
の
王
の
擁
立
さ
れ
た
の
を

景
語
言
、
六
年
（
一
四
五
四
－
五
五
）
と
見
、
天
順
成
化
の
際
（
甲
申

一
四
六
四
一
乙
酉
一
四
六
五
）
に
殺
さ
れ
た
も
の
と
し
て
い
る
（
瀦
里
一
　

六
一
一
買
）
。
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
と
す
れ
ば
ウ
ケ
ク
ト
は
全

点
の
年
に
溢
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
十
二
年
後
の
乙
酉
の
年

に
死
ん
だ
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
（
和
田
三
六
三
i
　
二
六
四
頁
）
。
恐

ら
く
も
と
の
材
料
に
は
、
猿
の
年
即
位
、
鳥
の
前
門
と
の
み
あ
り
、

そ
の
間
に
カ
：
ソ
の
事
蹟
が
何
等
述
べ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
又
述
べ
ら

れ
て
も
紀
年
を
付
し
て
い
な
い
た
め
、
源
流
は
十
二
年
を
脱
落
し
て

そ
の
残
年
を
繰
上
げ
て
計
箕
し
た
も
の
に
相
違
な
い
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
次
代
の
モ
ラ
ソ
カ
ー
ソ
寓
g
凹
き
ρ
ミ
磐
（
1
1
脱

思
、
脱
谷
思
太
子
）
の
癸
酉
（
景
泰
四
年
、
一
四
五
三
）
即
位
、
甲
戌
（
景

泰
五
年
、
一
品
五
四
）
妓
も
十
二
年
置
下
げ
て
、
乙
酉
（
成
化
元
年
、
一

四
六
五
）
即
位
、
丙
戌
（
成
化
二
年
、
一
四
六
六
）
殻
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
和
田
三
六
二
⊥
三
ハ
四
頁
）
。

　
モ
ラ
ン
カ
：
ソ
の
次
に
立
っ
た
マ
ン
ド
！
ル
カ
！
ソ
匿
ρ
巳
p
曾
ξ

ρ
ρ
『
霞
（
満
都
魯
、
満
魯
都
）
も
源
流
で
は
癸
未
（
天
順
七
年
、
一
四
六

三
）
即
位
、
鞍
壷
（
成
化
三
年
、
一
四
六
七
）
死
と
あ
る
が
、
岡
様
に

繰
下
げ
て
成
化
十
一
年
（
乙
未
、
一
四
七
五
）
即
位
、
成
化
五
年
（
己

亥
、
一
四
七
九
）
死
を
事
実
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
繰
下
げ
て
く
る
と
些
か
疑
問
に
な
る
の
は

彼
の
年
齢
で
あ
る
。
源
流
に
は
彼
を
、
壬
寅
（
永
楽
二
十
年
、
一
四
ニ

ニ
）
生
れ
の
ダ
イ
ス
ン
カ
ー
ソ
の
弟
と
し
て
四
年
後
の
丙
午
（
宣
徳

元
年
、
一
四
二
六
）
の
生
れ
と
し
て
い
る
。
こ
れ
も
前
か
ら
の
手
続
か

ら
す
れ
ば
、
十
二
年
後
の
正
統
三
年
（
戊
午
、
　
圏
三
八
）
と
し
な
け

れ
ば
な
る
ま
い
。
而
し
て
癸
未
（
天
順
七
年
）
に
即
位
し
た
と
き
は
三

十
八
歳
で
あ
っ
た
と
い
う
（
江
一
＝
買
）
。
し
か
し
前
述
の
ご
と
く
そ

の
兄
ダ
イ
ス
ソ
カ
ー
ソ
・
ト
ト
ブ
・
ハ
の
即
位
は
宜
徳
八
年
（
一
四
三

三
）
で
あ
り
、
父
ア
ジ
ャ
イ
蕊
鉱
．
の
死
は
確
実
に
、
そ
れ
よ
り
前
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の
永
楽
二
十
年
（
一
四
ニ
ニ
）
で
あ
る
（
翻
畷
二
四
〇
、
二
六
九
頁
）
。
更
に

ト
ト
ブ
ハ
は
永
楽
七
年
（
一
四
〇
九
）
に
所
部
を
率
い
て
明
に
来
降
し

て
お
り
（
漁
田
二
六
九
頁
）
、
こ
の
時
既
に
彼
は
実
在
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
す
る
と
源
流
に
彼
が
壬
寅
に
生
れ
た
と
い
う
記
載
か
ら
最
短
の

虎
年
を
探
す
と
、
そ
れ
は
洪
武
三
十
一
年
戊
寅
（
一
三
九
八
）
と
な
る
。

こ
れ
を
ダ
イ
ス
ソ
の
生
年
と
認
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
四
歳
違
い
の
マ

ソ
ド
：
ル
カ
ー
ソ
は
建
文
四
年
（
壬
午
、
一
凶
〇
二
）
生
れ
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
従
っ
て
彼
は
成
化
十
一
年
に
は
七
十
四
歳
で
即
位
し

た
こ
と
に
な
り
、
成
化
十
五
年
の
死
の
と
き
は
七
十
八
歳
で
あ
っ
た

こ
と
に
な
る
。
あ
り
得
な
い
年
齢
で
は
な
い
が
、
遊
牧
民
族
の
県
主

と
し
て
は
全
く
不
適
当
と
思
わ
れ
る
程
高
齢
で
あ
り
、
僑
ず
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

　
そ
こ
で
四
歳
違
い
と
い
う
点
に
こ
だ
わ
ら
ず
ダ
イ
ス
ソ
の
生
年
洪

武
三
十
一
年
か
ら
、
父
ア
ジ
ャ
イ
タ
イ
ジ
の
破
年
永
楽
二
十
年
Ω

四
二
二
）
ま
で
の
馬
の
年
を
探
す
と
建
玉
四
年
の
後
で
は
永
楽
十
二

年
・
（
甲
午
、
一
四
一
四
）
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
年
生
れ
と
す
る

な
ら
ば
、
彼
は
長
兄
ダ
イ
ス
ツ
と
は
十
六
歳
違
う
こ
と
と
な
り
、
六

十
工
歳
の
即
位
と
な
る
か
ら
、
七
十
四
歳
の
即
位
よ
り
は
少
し
く
可

能
性
が
強
く
な
る
。

　
尤
も
源
流
に
は
マ
ソ
ド
ー
ル
の
継
承
に
つ
い
て
（
江
＝
「
頁
）
、

　
　
モ
ロ
ン
五
一
ン
は
嗣
子
な
く
残
り
し
か
ば
、
彼
の
叔
父
の
ア
ジ
ャ
イ
タ

　
イ
ジ
の
オ
イ
ラ
ー
ト
・
フ
ジ
ン
に
丙
午
の
年
に
生
れ
し
マ
ン
ダ
グ
ル
・
タ

　
イ
ジ
、
癸
未
の
年
御
年
三
十
八
歳
に
て
即
位
し
た
ま
い
ぬ
。

と
述
べ
て
い
る
。
祖
父
の
ア
ジ
ャ
イ
タ
イ
ジ
を
叔
父
と
し
た
の
は
誤

で
あ
る
が
、
或
は
オ
イ
ラ
ー
ト
嵐
身
の
夫
人
は
ア
ジ
ャ
イ
の
死
後
、

そ
の
子
ダ
イ
ス
ソ
の
兄
弟
の
何
人
か
の
夫
人
と
な
り
一
そ
れ
は
別

人
の
ア
ジ
ャ
イ
で
あ
っ
て
も
よ
い
一
そ
こ
で
マ
ン
ド
ー
ル
が
生
れ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
で
ア
ジ
ャ
イ
が
叔
父
に
な
っ
て
い
る

の
は
オ
イ
ラ
ー
ト
夫
入
が
モ
ラ
ソ
カ
ー
ソ
の
叔
母
の
系
列
に
来
た
か

ら
で
、
そ
れ
故
に
そ
の
前
夫
ア
ジ
ャ
イ
は
叔
父
と
誤
ら
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
即
位
の
際
三
十
八

歳
で
あ
っ
た
の
を
信
ず
る
限
り
、
即
位
の
成
化
十
一
年
（
一
四
七
五
）

か
ら
数
え
て
生
年
は
や
は
り
正
統
三
年
（
一
四
三
八
）
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
ρ
正
統
三
年
は
ア
ジ
ャ
イ
タ
イ
ジ
の
死
し
た
永
楽
二
十
年
よ
り

見
れ
ば
十
六
年
後
で
あ
る
が
、
オ
イ
ラ
ー
ト
夫
人
は
前
夫
と
別
れ
て

ナ
六
年
後
で
も
新
に
子
を
生
め
な
い
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
源
流

が
マ
ン
ド
ー
ル
を
丙
午
（
宣
徳
元
年
）
生
れ
と
し
て
い
る
の
は
や
は
り

十
二
年
後
の
戊
午
（
正
統
三
年
）
を
繰
上
げ
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
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以
上
三
説
を
立
て
て
検
討
し
て
み
た
が
、
前
の
二
説
は
と
も
に
年

齢
の
点
で
不
自
然
で
あ
る
の
で
、
最
後
の
説
だ
け
を
採
用
し
た
い
。

こ
の
説
を
傍
証
す
る
の
は
実
録
の
成
化
十
五
年
五
月
庚
午
の
条
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
マ
ソ
ド
ー
ル
の
立
っ
た
事
情
で
あ
る
。
即
ち
成
化
の

④
初
の
こ
と
と
し
て
（
史
料
蒙
古
篇
四
、
賜
二
九
頁
）
、

　
　
既
加
湿
春
山
与
国
商
議
㌔
心
立
牽
諸
勢
太
子
為
可
汗
、
面
以
己
女
戒
之
、

　
因
立
己
為
太
師
、
牽
魯
忽
不
敢
邊
、
譲
其
叔
満
都
魯
、
既
加
思
蘭
乃
美
女

　
妻
満
都
魯
、
而
立
為
可
汗
、
己
為
太
師
。

と
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
ボ
ル
ボ
切
0
5
6
は
そ
の
叔
マ
ソ
ド
ー

ル
に
位
を
譲
っ
た
の
で
あ
る
。
　
「
叔
」
と
あ
る
の
は
厳
密
な
意
味
で

の
叔
父
で
は
な
く
、
広
く
叔
父
の
輩
行
に
属
す
る
も
の
と
と
れ
ば
、

こ
れ
は
そ
の
ま
ま
右
の
源
流
の
記
述
と
一
致
す
る
で
あ
ろ
う
。
源
流

は
マ
ン
ド
ー
ル
を
ボ
ル
ボ
の
大
叔
父
に
し
て
お
き
な
が
ら
、
一
方
で

は
二
人
を
従
兄
弟
の
問
柄
と
し
て
描
写
し
て
い
る
（
江
＝
一
頁
）
。
厳

密
に
い
え
ば
矛
盾
し
．
た
表
現
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
二
人
の
問
が
叔
甥

と
い
う
よ
う
な
近
い
関
係
の
も
の
で
な
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。

三

　
さ
て
マ
ソ
ド
ー
ル
カ
ー
ン
の
後
は
ボ
ル
ポ
ジ
ノ
ソ
を
経
て
ダ
ヤ
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も

カ
ー
ン
に
至
る
。
こ
の
間
も
十
二
年
の
ず
れ
は
表
面
的
に
は
続
く
か

ら
、
機
械
的
に
十
二
年
ず
つ
源
流
の
紀
年
を
下
げ
て
ゆ
け
ば
、
紀
年

の
問
題
は
す
べ
て
解
決
さ
れ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
忽
ち
に
し

て
こ
の
瓢
箪
は
壁
に
突
当
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
正
徳
初
か
ら

の
ア
ル
タ
ソ
カ
ー
ソ
》
詳
鎧
諏
ρ
差
口
に
関
す
る
源
流
の
紀
年
は
す

べ
て
漢
文
献
の
そ
れ
と
一
致
し
、
そ
の
ま
ま
確
実
な
年
代
と
し
て
そ

れ
ら
は
承
認
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
順
序
と
し
て
、
第
二
に
ダ

ヤ
ソ
カ
ー
ソ
以
後
の
絶
対
年
代
を
ア
ル
タ
ソ
カ
ー
ソ
を
中
心
に
考
え

て
み
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
彼
に
関
す
る
紀
年
で
最
も
確
実
な
も
の
は
、
彼
が
第
三
代
ダ
ラ
イ

ラ
マ
・
ソ
ェ
ナ
ム
ギ
ャ
ム
ツ
ォ
ゆ
。
・
o
O
o
ρ
葺
。
。
吋
σ
q
図
斜
導
畠
げ
。
と
会

見
し
た
時
期
と
そ
の
死
の
時
期
と
で
あ
る
。

　
第
一
の
会
見
が
何
時
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
」
明
史
巻
三
三
〇

酉
番
伝
に
は
万
暦
二
年
冬
か
ら
八
年
春
ま
で
の
間
で
あ
る
こ
と
を
推

定
さ
せ
る
記
事
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
唯
同
じ
く
巻
三
三
一
烏
斯
蔵

伝
に
は
、
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時
有
僧
鎖
南
堅
二
者
、
重
星
已
往
未
来
事
、
称
活
仏
、
順
義
王
解
答
亦

　
張
信
之
、
万
暦
七
年
、
以
迎
活
仏
着
筆
、
西
侵
瓦
刺
、
為
所
敗
、
此
僧
戒

　
以
二
身
、
勧
工
東
還
。

と
あ
っ
て
、
万
暦
七
年
に
こ
の
事
件
が
係
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し

実
録
万
暦
七
年
二
月
序
段
の
条
に
は
、
朝
廷
が
張
居
正
に
「
鳥
三
蔵

僧
人
賦
爾
皇
籍
」
の
贈
物
を
受
領
す
る
こ
と
を
命
じ
（
史
料
蒙
古
篇
八
、

三
八
八
頁
）
、

　
　
僧
鎮
爾
堅
錯
即
虜
霞
順
義
王
俺
答
所
与
活
仏
者
也
、
去
年
虜
酋
以
臆
見

　
活
仏
芒
硝
、
意
図
西
捻
、
因
．
教
以
作
善
封
殺
、
阻
其
西
町
、
勧
之
圃
巣
。

と
述
べ
て
、
　
「
虫
年
」
即
ち
万
暦
六
年
に
こ
の
こ
と
が
行
わ
れ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
更
に
実
録
の
異
本
に
は
七
年
二
月
壬
辰
の
条
に

張
居
正
の
上
疏
を
掲
げ
、
ア
ル
タ
ソ
が
紹
介
状
を
付
け
て
転
送
し
て

き
た
ダ
ラ
イ
の
書
に
「
土
虎
年
十
二
月
初
頭
」
と
あ
っ
た
こ
と
を
い

う
（
前
掲
書
）
。
土
壇
の
年
は
こ
の
忌
明
か
に
戊
寅
万
暦
六
年
に
当
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
一
方
源
流
に
は
こ
の
両
者
の
出
会
は
実
に
詳
細
に
画
か
れ
て
い
る

が
、
　
こ
れ
亦
土
寄
の
年
と
し
て
い
て
（
江
　
四
五
頁
）
矛
盾
は
な
い
。

更
に
第
三
代
ダ
ラ
イ
の
伝
記
を
見
れ
ば
、
や
は
り
そ
れ
は
戊
寅
の
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

五
月
十
五
撲
の
こ
と
と
し
て
お
り
、
ジ
グ
メ
の
蒙
古
仏
教
史
も
亦
、

蒙
古
暦
と
し
て
そ
の
日
付
を
そ
の
ま
ま
引
い
て
い
る
の
で
あ
る
（
外

務
省
壬
二
三
頁
）
。
ど
す
れ
ば
三
国
の
文
献
の
間
に
は
こ
の
紀
年
に
つ
い

て
は
何
等
の
矛
盾
が
な
く
一
致
し
て
、
万
暦
六
年
戊
寅
（
一
五
七
八
）

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
に
そ
の
残
年
で
あ
る
が
、
実
録
に
は
万
二
十
年
二
月
癸
巳
の

条
に
、
辺
臣
に
よ
っ
て
ア
ル
タ
ソ
の
死
が
朝
廷
に
報
告
さ
れ
た
こ
と

が
鍛
て
い
る
（
史
料
蒙
古
篇
八
、
四
四
八
頁
）
。
青
木
氏
は
武
功
録
三
娘
子

伝
、
全
盤
略
記
大
同
略
等
に
よ
り
、
ア
ル
タ
ン
の
死
そ
の
も
の
は
万

暦
九
年
十
二
月
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
（
青
木
七
八
頁
）
。

一
方
武
功
録
事
仁
心
下
に
は
三
娘
子
の
使
老
が
九
年
十
二
月
に
塞
上

に
至
り
、

　
　
讐
（
雲
丹
答
）
以
評
説
十
九
日
卒
。

と
告
げ
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
の
は
青
木
幾
の
断
定
を
一
層
確
定
化

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
に
対
応
す
る
源
流
の
記
事
は

「
壬
午
の
年
、
御
年
七
十
六
歳
で
大
患
に
か
か
り
」
、
「
七
十
七
歳
に

て
残
し
た
し
と
い
う
（
江
一
五
＝
　
、
一
五
五
頁
）
。
壬
午
の
年
は
万
暦
十
年

（一

ﾜ
八
二
）
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
享
年
の
七
十
七
歳
は
癸
未
の

年
（
万
暦
＋
一
年
、
一
五
△
一
一
）
と
な
ろ
う
。
明
か
に
中
国
文
献
と
は

　
　
　
　
　
も
　
　
む

一
、
二
年
の
ず
れ
が
あ
る
が
、
そ
の
後
を
嗣
い
だ
セ
ン
ゲ
ド
ー
レ
ソ
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カ
ー
ン
ω
o
昌
σ
Q
σ
p
①
農
σ
Q
寳
窪
σ
q
俸
畦
霧
の
権
威
の
確
定
に
は
多
少

の
時
間
が
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
こ
の
際
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
即
ち
万
暦
十
年
十
二
月
に
オ
ル
ド
ス
の
ジ
ノ
ソ
（
実
は
ボ
シ
ョ
ク

ト
b
ご
○
伽
。
べ
9
）
を
初
と
す
る
蒙
古
の
領
袖
が
セ
ソ
ゲ
の
順
義
王
承
襲

の
請
願
を
出
し
（
青
木
八
七
頁
）
、
十
一
年
閏
二
月
に
許
可
が
下
り
（
青

木
九
〇
頁
）
、
三
年
五
月
に
セ
ソ
ゲ
に
そ
の
許
可
が
伝
え
ら
れ
た
（
青
木

九
｝
頁
）
。
　
こ
の
頃
セ
ソ
ゲ
は
チ
ェ
チ
独
シ
カ
ー
ソ
O
①
α
Φ
ゆ
ρ
ρ
餐
ロ

の
称
号
を
と
っ
て
い
た
が
、
そ
の
承
認
を
明
に
請
願
し
て
認
め
ら
れ

た
の
が
、
実
録
に
よ
れ
ば
十
一
年
十
一
月
影
回
で
あ
る
（
青
木
九
二
頁
）
。

と
す
れ
ば
そ
の
通
知
を
受
け
て
、
彼
が
正
式
に
そ
の
称
号
を
称
し
得

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
万
暦
十
二
年
甲
申
の
初
頭
で
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
。
も
し
漢
文
献
に
一
致
す
る
よ
う
な
事
実
そ
の
も
の
の
記
録
が
蒙

古
側
に
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
に
影
響
さ
れ
て
甲
申
の
年
に
即
位
し

た
と
の
考
え
は
出
て
く
る
筈
で
あ
る
。
従
っ
て
源
流
に
甲
申
即
位
の

説
が
あ
る
の
も
必
ず
し
も
誤
と
の
み
は
考
え
ら
れ
な
い
。
更
に
源
流

は
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
そ
の
前
年
を
ア
ル
タ
ン
の
死
に
係
け
、
大
患

に
罹
っ
た
の
を
そ
の
前
年
と
置
い
た
と
も
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
源
流
の
こ
の
項
を
よ
く
読
ん
で
み
る
と
次
の
よ
う
な
筋
書

で
あ
る
。

　
　
ア
ル
タ
ソ
カ
…
ン
は
大
患
に
罹
り
、
外
形
は
痩
せ
細
っ
て
意
識
不
明
の

　
状
態
に
陥
っ
た
。
そ
の
と
き
モ
ン
ゴ
ル
ジ
ン
・
ト
メ
ッ
ト
駕
。
昌
α
q
哩
○
悔
雛

　
蓬
巳
Φ
伽
の
大
臣
等
は
、
　
ラ
岬
、
教
の
教
は
カ
ー
ン
の
病
気
に
何
等
の
効
験

　
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
ラ
マ
等
を
殺
そ
う
と
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
て
マ

　
ン
ジ
ュ
シ
ュ
リ
ー
ホ
ト
ク
ト
㌶
践
甘
鳴
同
ρ
暮
ξ
霊
は
、
非
命
の
死
で
あ

　
れ
ば
薬
物
又
は
経
文
の
カ
で
回
し
得
る
が
、
時
命
は
何
人
も
超
越
す
る
こ

　
と
が
で
き
な
い
、
し
か
し
カ
ー
ン
は
仏
法
、
菩
薩
、
カ
ー
ン
の
三
者
を
一

　
体
に
具
え
た
人
物
で
あ
る
か
ら
と
て
経
典
を
読
み
、
医
師
を
し
て
投
薬
さ

　
せ
た
。
そ
の
結
果
力
i
ソ
は
息
を
吹
き
か
え
し
、
大
臣
等
が
法
教
を
殿
た

　
ん
と
す
る
の
を
責
め
、
時
命
の
如
何
と
も
す
べ
か
ら
ざ
る
を
説
き
、
更
に

　
在
位
一
年
、
人
々
を
安
撫
し
て
七
十
七
歳
で
逸
し
た
。

　
こ
の
説
話
は
寿
命
延
引
に
つ
い
て
魔
術
的
効
果
を
期
待
す
る
妾
時

の
蒙
古
の
支
配
者
層
に
対
し
、
ラ
マ
僧
が
そ
れ
を
掘
蓋
し
、
カ
ー
ン

が
蘇
生
し
て
そ
の
こ
と
を
再
確
認
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
蘇
生
と

い
う
形
を
と
り
、
更
に
在
位
一
年
し
た
等
と
い
う
の
は
、
い
わ
ば
ア

ル
タ
ソ
の
死
に
係
け
て
、
ラ
マ
教
の
死
生
観
を
明
か
に
し
た
一
つ
の

物
語
で
あ
っ
て
、
勿
論
的
確
な
歴
史
的
事
実
と
は
受
取
れ
な
い
。
従

っ
て
そ
の
紀
年
も
正
確
で
あ
る
と
考
え
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

漢
文
献
と
の
紀
年
の
差
は
一
、
二
年
で
あ
る
か
ら
、
と
に
か
く
こ
の

場
合
は
絶
対
年
代
は
漢
文
献
の
い
う
万
暦
九
年
と
見
て
差
支
え
な
い
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の
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
引
い
て
ア
ル
タ
ソ
の
生
年
は
、
源
流
に
丁
卵

の
年
（
正
徳
二
年
、
一
五
〇
七
）
と
あ
る
の
を
（
江
一
二
九
頁
）
、
そ
の
ま

ま
信
じ
て
よ
い
。

　
ア
ル
タ
ソ
に
関
す
る
源
流
の
諸
紀
年
が
信
じ
ら
れ
る
と
す
る
と
、

遡
っ
て
、
そ
の
父
パ
ル
ス
ボ
ロ
ト
切
霞
。
。
ぴ
。
δ
α
（
ー
サ
イ
ン
ア
ラ
ク

ω
竃
陣
μ
a
竃
）
の
紀
年
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
源
流
に
よ
れ
ば
、
彼
は

甲
辰
の
年
（
成
化
二
十
年
、
一
四
八
四
）
生
れ
で
、
壬
申
の
年
（
正
徳
七

年
、
一
五
二
一
）
二
十
九
歳
で
ジ
ノ
ソ
と
な
り
、
在
位
二
十
年
で
辛
卯

の
年
（
慕
靖
十
年
、
一
五
一
一
二
）
に
四
十
八
歳
で
照
し
だ
と
い
う
（
江
一

…
西
頁
）
。
こ
れ
も
亦
矛
盾
な
く
受
容
れ
る
こ
と
が
で
き
る
年
代
で
あ

る
。
又
バ
ル
ス
ボ
ロ
ト
の
兄
弟
等
の
生
年
に
つ
い
て
は
、
源
流
に
記

載
さ
れ
た
限
り
で
は
、
次
の
ご
と
く
伝
え
ら
れ
る
（
前
掲
露
）
。

黙
轡
望
潮
重
成
化
＋
八
釜
四
八
二
）

銃
軽
縫
葬
σ
Q
“
麟
｝
艮
獲
奎
器
）

汐”

h
轄
ト
輪
肇
震
（
弘
治
三
一
九
・
）

　
ゲ
レ
ボ
ロ
ト
O
o
話
σ
o
ざ
α
　
壬
寅
（
成
化
十
八
年
、
一
賄
八
二
）

　
ゲ
レ
ト
タ
イ
ジ
○
Φ
器
慈
3
絃
臆
　
辛
亥
（
弘
治
四
年
、
一
四
九
　
）

　
パ
ル
ス
ボ
ロ
ト
と
同
列
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
兄
弟
の
生
年
も
そ

の
ま
ま
僑
用
し
て
お
い
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
長
男
の
ト
ロ

ボ
ロ
ト
の
生
れ
た
成
育
十
八
年
は
、
源
流
の
寿
命
を
十
二
年
ず
つ
繰

下
げ
る
限
り
、
父
親
の
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
が
七
歳
で
即
位
し
た
年
に
な

る
（
後
述
）
。
如
何
に
ダ
ヤ
ン
カ
ー
ソ
が
傑
物
で
も
七
歳
で
子
を
生
む

筈
は
な
い
か
ら
、
こ
こ
．
で
忽
ち
紀
年
の
矛
盾
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
矛
盾
を
解
く
た
め
に
、
我
々
は
再
び
ボ
ル
ホ
ジ
ノ
ソ
と
ダ
ヤ
ソ

カ
ー
ソ
の
紀
年
の
問
題
に
立
帰
ろ
う
。

　
さ
て
マ
ソ
ド
ー
ル
カ
！
ソ
の
後
を
嗣
い
だ
の
は
ボ
ル
ホ
ジ
ノ
ソ
・

パ
ヤ
ソ
ム
ン
ケ
で
あ
る
が
、
そ
の
生
年
は
源
流
に
壬
申
（
一
四
五
二
）

と
あ
る
（
江
一
〇
五
頁
）
。
ボ
ル
ボ
の
父
ハ
ル
グ
チ
ュ
ク
ρ
餌
餐
＆
ミ
の

生
年
は
分
ら
な
い
が
、
そ
の
父
ア
ク
バ
ル
ジ
〉
苔
ρ
蔓
は
源
流
に

兄
の
ダ
イ
ス
ソ
カ
ー
ソ
と
一
つ
違
い
と
な
っ
て
い
る
。
ダ
イ
ス
ソ
は

そ
の
死
の
景
泰
二
年
（
「
四
五
一
）
に
は
五
十
四
歳
と
見
ら
れ
る
か
ら
、

ア
ク
バ
ル
ジ
は
当
時
五
十
三
歳
で
あ
り
、
そ
の
子
の
ハ
ル
グ
チ
ュ
ク

は
既
に
成
年
を
過
ぎ
て
い
た
こ
と
が
充
分
考
え
ら
れ
る
。
父
が
エ
セ

ソ
に
味
方
し
て
兄
の
ダ
イ
ス
ソ
に
背
く
の
を
諌
言
し
て
い
る
こ
と
か

ち
し
て
も
そ
の
こ
と
は
肯
け
る
で
あ
ろ
う
（
江
一
〇
三
頁
）
。
従
っ
て
ハ
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ダヤソカーソにおけるfS｛！実と僅ミ承（鰯褻）

ル
グ
チ
ュ
ク
の
死
し
た
年
に
ボ
ル
ホ
が
生
れ
た
と
い
う
の
は
（
＝
三

頁
）
そ
の
ま
ま
信
じ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
ボ
ル
ボ
の
即
位
年
次
に
つ
い
て
は
源
流
に
は
明
記
が
な
い
が
、

ア
ル
タ
ソ
ト
。
フ
チ
と
欝
コ
骨
。
げ
9
で
は
猪
の
年
生
れ
と
あ
る
か
ら
、

マ
ソ
ド
ー
ル
の
残
し
た
成
立
十
五
年
己
亥
と
同
年
と
見
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
そ
の
残
年
は
源
流
で
は
庚
寅
（
善
化
六
年
、
一
四
七
〇
）
で

あ
る
が
、
こ
れ
も
ウ
ケ
ク
ト
カ
ー
ソ
以
来
の
ミ
ッ
シ
ン
グ
に
よ
る
ず

れ
が
続
い
て
い
る
か
ら
十
二
年
繰
下
げ
て
壬
寅
（
塁
壁
十
八
年
、
一
四

八
二
）
を
正
し
い
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
而
し
て
ボ
ル
ボ

の
後
を
嗣
い
だ
の
が
、
愈
々
問
題
の
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
で
あ
る
。

四

　
源
流
に
よ
れ
ば
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
は
ボ
ル
ボ
の
子
で
、
名
は
バ
ト
ム

ソ
ケ
と
い
い
、
甲
申
（
天
順
八
年
、
一
四
六
四
）
に
生
れ
（
江
一
一
三
頁
）
、

庚
寅
（
成
化
六
年
、
一
四
七
〇
）
に
七
歳
で
位
に
即
き
（
江
＝
六
頁
）
、

在
位
七
十
四
年
置
癸
卯
（
嘉
靖
二
十
二
年
、
一
五
四
三
）
に
八
十
歳
で
残

し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
江
一
一
西
頁
）
。
八
十
歳
の
享
年
は
遊
牧
民

族
と
し
て
は
あ
り
得
な
い
程
の
長
寿
で
、
先
ず
そ
の
点
か
ら
し
て
も

疑
惑
の
念
は
止
め
が
た
い
。
し
か
し
更
に
疑
わ
し
い
の
は
そ
の
諸
紀

年
で
あ
る
。
前
代
か
ら
の
諸
王
の
例
に
倣
い
、
こ
こ
で
も
当
然
そ
の

年
次
は
ナ
ニ
年
ず
つ
繰
下
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
う
す

る
と
即
位
の
融
化
六
年
は
成
化
十
八
年
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
亡
霊
十

八
年
は
前
述
の
ご
と
く
長
子
ト
ロ
ボ
ロ
ト
の
生
れ
た
年
で
、
ダ
ヤ
ン

か
ー
ン
は
七
歳
で
子
を
生
ん
だ
こ
と
に
な
り
、
忽
ち
矛
盾
に
突
当
る

の
で
あ
る
。
又
残
年
の
嘉
靖
二
十
二
年
は
嘉
靖
三
十
四
年
に
繰
下
げ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
と
、
そ
の
後
継
者
の
ボ
デ
ィ
ア
ラ
タ
カ
ー

ン
の
即
位
の
年
甲
辰
（
嘉
靖
二
十
三
年
、
一
五
四
四
）
、
残
年
丁
未
（
嘉

靖
二
十
六
年
、
一
五
四
七
）
、
（
江
　
二
五
、
　
二
六
頁
）
も
、
そ
れ
ぞ
れ
十
二

年
宛
繰
下
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
が
し
ボ
デ
ィ
ア
ラ

タ
は
ア
ル
タ
ソ
の
前
半
生
に
在
世
し
た
カ
ー
ン
で
あ
る
か
ら
、
源
流

に
託
さ
れ
る
そ
の
紀
年
が
誤
っ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
又
ボ
デ

ィ
の
即
位
は
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
の
死
後
の
富
民
と
い
い
な
が
ら
、
一
方

ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
の
右
翼
鎮
圧
と
ウ
リ
ヤ
ソ
バ
d
同
ぐ
窪
σ
Q
ぬ
鎧
討
伐

と
の
間
に
ボ
デ
ィ
の
即
位
し
た
記
事
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
恰

も
ダ
ヤ
ソ
の
在
世
中
に
ボ
デ
ィ
は
即
位
し
た
と
い
う
見
方
も
繊
て
く

る
の
で
あ
る
。
更
に
ダ
ヤ
ソ
の
孫
の
ア
ル
タ
ソ
カ
ー
ソ
は
嘉
吉
の
二
、

三
年
頃
か
ら
活
動
を
始
め
、
十
年
頃
に
は
既
に
独
立
し
た
作
戦
行
動

を
開
始
し
て
お
り
、
そ
れ
は
も
し
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
が
在
世
し
て
い
る
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な
ら
ば
到
底
考
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
程
の
自
由
奔
放
な
も
の
で
あ

る
。

、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
し
て
源
流
だ
け
を
見
て
も
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
の

諸
紀
年
は
明
か
に
矛
盾
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
先
ず
そ
れ
ら

の
う
ち
そ
の
生
年
に
つ
い
て
確
定
し
て
お
こ
う
。
源
流
に
よ
る
と
バ

ト
ム
ン
ヶ
の
生
年
は
、
前
述
の
ご
と
く
甲
申
の
年
（
一
四
六
圏
）
と
出

て
、
そ
れ
は
ウ
ル
が
本
、
オ
ル
ド
ス
本
A
・
C
、
満
漢
本
と
も
に
変

　
　
　
　
　
　
⑥

る
と
こ
ろ
が
な
い
。
そ
れ
で
あ
れ
ば
彼
は
父
ボ
ル
ボ
ジ
ノ
ソ
十
三
歳

の
と
き
の
生
れ
と
な
り
、
少
し
く
無
理
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
一
方
バ
ト
ム
ソ
ケ
の
即
位
に
関
し
て
漢
文
献
を
見
る
と
、
又
こ
れ

が
全
く
異
っ
た
紀
年
を
数
多
く
出
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
既
に
和
田
、

萩
原
両
氏
に
よ
っ
て
嵐
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
繰
返

す
必
要
は
な
い
が
、
重
要
な
紀
年
に
関
す
る
も
の
だ
け
を
簡
単
に
引

用
し
説
明
し
よ
う
。
武
功
録
俺
答
下
上
に
は
、

　
成
化
十
八
年
、
亦
思
馬
因
立
把
禿
猛
可
為
可
汗
。

　
弘
治
元
年
、
虜
可
汗
把
肺
門
溺
死
、
弟
伯
顔
猛
可
嗣
。

な
る
記
事
が
あ
る
が
、
特
に
バ
ヤ
ソ
ム
ソ
ケ
は
弘
治
以
後
実
録
に
頻

出
し
（
萩
原
一
｝
三
三
…
眼
華
五
頁
）
、
そ
の
実
在
は
全
く
否
定
し
得
な
い
。

又
湘
田
残
も
挙
げ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
実
録
成
化
二
十
三
年

三
月
溶
溶
の
条
の
巡
撫
遼
東
都
御
史
劉
濃
の
奏
に
、
「
小
王
子
已
死
」

と
あ
る
か
ら
、
バ
ト
と
バ
ヤ
ン
の
交
代
は
弘
治
元
年
の
前
年
成
化
二

十
三
年
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
こ
の
バ
ヤ
ソ
ム
ン
ケ
が
何
年
ま
で
在
位

し
た
か
で
あ
る
が
、
実
録
で
は
そ
の
子
の
阿
商
気
は
正
徳
九
年
か
ら

十
三
年
ま
で
は
確
実
に
在
世
し
（
萩
原
二
四
〇
頁
）
、
そ
の
子
の
昏
赤
（
亦

克
曳
く
＜
①
幕
零
誉
ε
は
正
徳
十
六
年
か
ら
辺
境
侵
入
者
と
し
て
そ

の
名
を
出
し
て
く
る
（
萩
原
二
照
二
頁
）
。
而
し
て
阿
爾
倫
は
父
の
パ
ヤ

ン
ム
ソ
ケ
よ
り
早
く
死
ん
で
お
り
（
萩
原
二
重
貰
）
、
ト
赤
の
即
位
は

嘉
靖
元
年
以
前
で
あ
る
の
で
（
前
掲
書
）
、
結
局
．
ハ
ヤ
ソ
ム
ソ
ケ
の
死
は

正
徳
十
三
年
か
ら
嘉
靖
元
年
ま
で
の
間
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
萩

原
氏
は
国
樒
の
記
事
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
徳
十
六
年
十

一
月
侵
攻
の
ト
赤
を
既
に
カ
ー
ン
と
な
っ
た
も
の
と
見
て
い
る
か
ら

（
萩
原
二
四
四
頁
）
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
下
限
の
嘉
靖
元
年
は
そ
の
前
年
正

徳
十
六
年
と
繰
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
を
整
理
し
て
見
る
と

漢
文
献
か
ら
は
、

　
バ
ト
ム
ン
ケ
　
　
成
”
化
∴
一
八
年
　

（
壬
寅
、
一
照
八
二
）
即
位

　
バ
ヤ
ン
ム
ン
ケ
　
成
化
二
十
一
二
年
（
丁
未
、
　
一
陽
八
七
）
即
位

　
ボ
ー
ア
イ
　
　
正
徳
十
三
－
十
六
年
（
戊
常
八
、
｝
五
｝
八
一
軍
手
、
一
五
こ
一
）
即
位

と
い
う
紀
年
が
得
ら
れ
る
が
、
こ
の
カ
ー
ン
及
び
そ
の
在
位
年
代
は
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大
体
に
お
い
て
事
実
と
し
て
何
人
も
疑
う
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で

あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
源
流
の
方
で
は
バ
ト
ム
ソ
ケ
を
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
と
し
、

こ
れ
ら
．
ハ
ヤ
ソ
及
び
ボ
デ
ィ
の
時
代
は
全
く
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
一
代
の

う
ち
に
覆
わ
れ
て
い
る
。
ト
赤
の
名
が
ダ
ヤ
ソ
の
後
継
者
ボ
デ
ィ
ア

ラ
タ
カ
ー
ン
で
あ
る
こ
と
は
何
人
に
も
推
定
が
つ
く
。
然
ら
ば
ダ
ヤ

ソ
カ
ー
ソ
は
バ
ト
、
バ
ヤ
ン
の
何
れ
で
あ
ろ
う
か
。
和
田
氏
は
こ
の

両
国
文
献
の
背
馳
を
も
っ
て
最
初
は
い
わ
ゆ
る
グ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

も
の
は
バ
ト
、
パ
ヤ
ソ
の
二
人
に
分
け
て
考
え
る
べ
き
だ
と
し
、
最

後
に
は
バ
ト
だ
け
が
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
で
あ
り
、
成
化
十
八
年
か
ら
金

鳥
の
十
年
頃
ま
で
支
配
岩
で
あ
っ
た
と
考
え
た
（
和
田
四
三
七
、
照
四
〇

頁
）
。
萩
原
氏
は
バ
ヤ
ン
こ
そ
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
で
あ
る
と
し
、
そ
の
治

世
を
弘
治
元
年
か
ら
正
徳
十
四
、
五
年
と
見
（
一
秋
原
二
罵
業
ハ
、
　
一
　
五
〇
百
ハ
）
、

バ
ト
を
そ
の
前
代
の
堅
人
と
し
た
の
で
あ
る
。
今
こ
こ
に
両
氏
の
説

を
詳
細
に
批
判
す
る
こ
と
は
徒
ら
に
議
論
を
複
雑
に
す
る
だ
け
な
の

で
止
め
、
私
見
を
先
ず
述
べ
て
、
必
要
に
応
じ
て
両
民
の
説
に
言
及

し
て
ゆ
こ
う
。
方
法
は
両
国
文
献
の
年
次
を
丹
念
に
対
比
し
て
ゆ
く

こ
と
で
あ
る
。

　
先
ず
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ン
の
名
で
あ
る
が
、
源
流
に
は
バ
ト
ム
ン
ケ

し
⇔
ρ
君
ヨ
9
σ
q
落
と
い
っ
た
と
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
漢
文
献
の
把
禿

猛
可
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
即
位
の
年
庚
寅
は
漢
文
献
の

そ
れ
と
矛
令
す
る
ご
と
く
で
あ
る
が
、
前
代
に
倣
い
十
二
年
繰
下
げ

て
壬
寅
と
す
る
と
、
そ
れ
は
成
化
十
八
年
（
一
四
八
二
）
と
な
り
、
完

全
に
漢
文
献
の
年
次
に
一
致
す
る
。

　
問
題
は
次
の
バ
ヤ
ソ
ム
ソ
ヶ
落
筆
山
香
α
郎
σ
q
冨
で
あ
る
。
漢
文

献
の
把
顔
猛
可
は
把
禿
猛
可
の
弟
で
成
化
二
十
三
年
（
丁
乗
、
一
四
八

七
）
兄
の
死
に
つ
い
で
即
位
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
和
田
茂
は

彼
の
存
在
を
否
定
し
た
が
、
萩
原
氏
は
そ
の
実
在
を
認
め
て
い
る
。

漢
文
献
に
幾
多
の
徴
証
の
あ
る
以
上
は
我
々
も
こ
の
カ
ー
ン
の
実
在

を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
と
こ
ろ
で
和
田
氏
が
バ
ヤ
ン
の
存
在
を
否

定
し
た
の
は
、
パ
ヤ
ソ
ム
ソ
ヶ
と
い
う
の
は
父
の
ボ
ル
ポ
ジ
ノ
ソ
の

名
で
あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
同
名
の
子
の
存
在
を
信
頼
で
き
な

い
も
の
と
し
た
か
ら
で
あ
る
（
漁
田
四
四
〇
頁
）
。
成
程
親
子
が
同
じ
名

で
あ
れ
ば
不
便
で
も
あ
り
、
如
何
に
も
奇
怪
な
こ
と
の
よ
う
に
見
え

る
。
し
か
し
源
流
に
は
「
ボ
ル
ポ
ジ
ノ
ソ
」
と
い
う
名
は
、
マ
ソ
ド

ー
ル
が
即
位
し
て
後
、
彼
パ
ヤ
ソ
に
遜
逸
し
、
喜
ん
で
与
え
た
も
の

に
な
っ
て
い
る
の
で
、
ボ
ル
ボ
の
賜
合
は
そ
の
名
は
幼
名
で
は
な
か

っ
た
か
と
疑
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
マ
ソ
ド
ー
ル
に
会
う
前
は
、

45　（523）



彼
は
バ
ヤ
ン
ム
ソ
ケ
と
い
わ
れ
た
時
代
が
あ
ウ
た
筈
で
あ
る
σ
一
方

子
の
パ
ヤ
ソ
ム
ソ
ケ
は
マ
ソ
ド
ー
ル
の
即
位
等
の
ず
つ
ど
前
に
生
れ

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
ま
ま
で
は
当
然
親
子
二
人
が
バ
ヤ
ソ

ム
ソ
ケ
を
名
乗
っ
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し

こ
の
こ
と
は
実
録
成
化
七
年
（
一
匹
七
一
）
五
月
甲
午
の
条
に
、
猛
毒

将
軍
三
栄
の
奏
と
し
て
、
糺
加
思
詰
が
「
李
羅
太
子
」
と
と
も
に
遣

瀬
入
貢
し
た
こ
と
を
伝
え
（
史
料
藻
古
筆
四
、
二
工
ハ
頁
）
、
岡
年
七
月
丙

子
に
京
師
に
至
っ
た
と
き
に
は
太
子
は
「
牽
歪
面
」
と
呼
ば
れ
て
い

（
前
掲
書
一
二
八
頁
）
、
又
前
に
も
引
い
た
実
録
成
化
十
五
年
（
一
四
七
九
）

五
月
庚
午
の
条
に
（
三
九
頁
）
、
ベ
ケ
リ
ス
ソ
切
Φ
閃
①
賄
ω
葺
⇔
が
「
牽
・
魯
忽

太
子
」
を
カ
ー
ン
と
し
ょ
う
と
し
た
が
、
牽
魯
忽
は
遠
慮
し
て
そ
の

叔
父
満
都
魯
に
位
を
譲
っ
た
と
あ
る
こ
と
で
氷
解
す
る
。
即
ち
ボ
ル

ホ
は
マ
ソ
ド
ー
ル
の
即
位
の
か
な
り
前
か
ら
ボ
ル
ホ
タ
イ
ジ
じ
ご
0
5
戴

3
鷹
繁
と
称
し
て
い
た
こ
と
が
明
か
な
の
で
あ
る
。
推
定
さ
れ
る
事

惰
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
ボ
ル
ボ
は
生
れ
た
と
き
に
は
バ
ヤ
ン
ム
ソ
ケ
と
名
付
け
ら
れ
た
。

し
か
し
成
年
に
達
し
て
か
ら
は
ボ
ル
ポ
タ
イ
ジ
と
名
乗
っ
た
。
後
結

婚
し
て
か
ら
．
ハ
ト
ム
ソ
ヶ
が
生
れ
、
つ
い
で
次
男
が
生
れ
た
と
き
彼

は
自
ら
の
幼
名
を
と
っ
て
バ
ヤ
ソ
ム
ソ
ケ
と
名
付
け
た
。
そ
れ
か
ら

暫
く
し
て
即
位
隅
思
が
起
っ
た
と
き
、
彼
は
辞
退
し
て
マ
ゾ
ド
ー
ル

に
譲
っ
た
の
で
、
マ
ソ
ド
ー
ル
は
ボ
ル
ジ
ギ
ソ
氏
毘
身
の
彼
を
尊
重

し
て
二
王
の
意
で
あ
る
ジ
ノ
ソ
の
称
号
を
与
え
た
。
従
っ
て
源
流
に

ボ
ル
ポ
ジ
ノ
ソ
の
称
号
を
与
え
た
と
あ
る
の
は
、
ジ
ノ
ソ
の
称
号
を

与
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
ボ
ル
ボ
と
い
う
名
ま
で
新
に
与
え

た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
こ
の
解
釈
が
正
し
け
れ
ば
、
親
子
の
問

で
バ
ヤ
ソ
ム
ソ
ケ
と
同
時
に
名
乗
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
筈
で
、
鋼

に
不
便
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ボ
ル
ホ
は
自
ら
の
曾
て

の
幼
名
を
子
に
付
け
た
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
親
子
で
同
一
の
バ
ヤ

ン
ム
ソ
ヶ
で
あ
っ
て
一
向
差
支
え
な
い
の
で
あ
る
。

五

　
し
か
ら
ば
何
故
に
源
流
は
バ
ヤ
ン
の
即
位
を
記
さ
ず
に
バ
ト
の
在

位
が
継
続
し
た
ご
と
く
記
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
原
因
に
は
二
つ

の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　
第
一
に
こ
の
二
人
の
兄
弟
力
ー
ソ
の
即
位
の
年
齢
が
全
く
同
一
の

十
九
歳
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。
源
流
で
は
バ
ト
ム
ソ
ケ
は

庚
寅
（
成
化
六
年
、
一
匹
七
〇
）
に
即
位
し
た
が
、
こ
れ
が
十
二
年
後

の
塩
化
十
八
年
（
一
四
八
二
）
が
正
し
い
こ
と
は
前
に
述
べ
た
（
四
五
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頁
）
。
而
し
て
彼
が
成
化
二
十
三
年
に
残
し
、
後
を
弟
の
バ
ヤ
ソ
ム
ソ

ケ
が
嗣
い
だ
こ
と
は
漢
文
献
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
（
圏
四
頁
）
。
恐
ら

く
バ
ト
の
死
亡
に
関
す
る
材
料
の
脱
落
が
あ
っ
て
、
二
人
は
一
人
の

ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
と
し
て
混
同
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
先
の

満
漢
本
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
同
年
齢
に
お
い
て
即
位
し
た
兄
弟
で
あ

る
か
ら
（
註
⑥
）
、
同
一
人
と
考
え
ら
れ
た
の
は
無
理
も
な
い
と
思
わ

れ
る
。
但
し
こ
れ
は
満
漢
本
の
記
事
の
出
所
が
明
確
に
な
ら
な
い
限

り
、
確
実
な
事
実
決
定
の
証
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
そ
こ
で
第
二
に
、
彼
等
の
妃
が
誰
で
あ
っ
た
か
が
重
要
な
問
題
と

な
っ
て
く
る
。
源
流
に
よ
れ
ば
バ
ト
ム
ソ
ケ
の
妃
は
、
マ
ソ
ド
ー
ル

カ
ー
ン
の
妃
マ
ソ
ド
ハ
イ
・
カ
ト
ソ
零
斜
鼻
α
g
ρ
巴
ρ
ρ
ε
β
が
マ
ソ

ド
ー
ル
の
死
後
、
三
十
三
歳
で
七
歳
の
バ
ト
の
と
こ
ろ
へ
再
嫁
し
た

・
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
江
＝
六
頁
）
。
こ
れ
は
バ
ト
の
丁
亥
出
生
説
を

と
れ
ば
四
歳
の
カ
ー
ン
と
の
結
婚
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
七
歳
又

は
四
歳
の
カ
」
ソ
が
結
婚
す
る
の
も
、
何
等
か
秘
め
ら
れ
た
政
略
が

あ
る
と
す
れ
ば
、
全
く
あ
り
得
な
い
こ
と
で
も
な
い
。
し
か
し
奇
異

の
感
は
到
底
免
れ
な
い
。
そ
れ
な
れ
ば
次
代
の
バ
ヤ
ソ
ム
ソ
ケ
の
妃

は
誰
か
と
い
う
と
、
両
国
側
と
も
全
然
記
録
が
な
い
。
源
流
は
バ
ト

を
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
と
し
て
長
寿
を
保
っ
た
と
し
て
い
る
か
ら
、
文
墨

の
上
で
は
そ
の
点
矛
盾
は
な
い
α
し
か
し
漢
文
献
に
よ
（
、
て
、
事
実

は
バ
ト
が
五
年
程
の
在
位
で
残
し
た
と
す
る
と
、
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
の

十
一
子
は
こ
の
閾
に
続
々
と
生
れ
た
こ
と
に
な
り
、
前
に
述
べ
た
カ

ー
ン
の
子
等
の
年
代
と
は
全
く
合
わ
な
く
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
如

何
に
し
て
も
マ
ン
ド
ハ
イ
・
カ
ト
ソ
が
バ
ト
の
死
後
、
、
更
に
バ
ヤ
ン

の
許
に
嫁
し
た
と
し
な
け
れ
ば
成
立
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
カ

ト
ソ
は
源
流
に
よ
っ
て
も
、
強
い
性
格
の
持
主
で
あ
っ
た
よ
う
で
、

生
ん
だ
子
等
に
も
優
秀
な
人
物
が
多
く
、
そ
れ
ら
の
家
庭
状
況
が
、

二
人
の
カ
ー
ン
を
一
人
の
夫
、
一
人
の
父
と
し
て
ま
セ
め
る
働
き
を

し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
バ
ト
と
バ
ヤ
ン
が
混
同
さ
れ
た
原
因
は
他
に
も
あ
る
か
も
知
れ
な

い
が
、
少
く
と
も
右
の
二
つ
は
考
慮
の
う
ち
に
一
応
入
れ
ら
る
べ
き

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
バ
手
の
生
年
は
、
前
に
触
れ
た
ご

と
く
甲
申
（
一
四
六
四
）
に
な
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
で
果
し
て
正
し
い

か
ど
う
か
。
前
々
か
ら
の
約
束
に
従
え
ば
こ
れ
も
妾
然
十
二
年
繰
下

げ
て
丙
申
（
一
四
七
六
）
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
そ
う
す
る
と
前
に
も
述
べ
た
ご
と
く
長
男
の
ト
ロ
ボ
ロ
ト
は
壬
寅

（
一
四
八
二
）
生
れ
で
あ
る
か
ら
（
四
二
頁
）
、
バ
ト
は
七
歳
で
長
男
を

生
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
到
底
あ
り
得
る
こ
と
で
は
な
い
し
、
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壬
寅
は
確
実
な
年
代
で
動
か
し
が
た
い
か
ら
、
問
題
は
バ
ト
め
生
年

を
引
下
げ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
甲
申
（
二
尉
八
年
）
は
や
は

り
正
し
く
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
バ
ト
の
生
年
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
天
願
八
年
で
あ
れ
ば
、
彼
は
即
位
の
成
化
十
八
年
に
は
十
九
歳

で
あ
り
、
長
男
ト
ロ
ボ
ロ
ト
の
生
年
と
し
て
も
不
自
然
さ
は
な
い
の

で
あ
る
。
マ
ン
ド
ハ
イ
・
カ
ト
ソ
は
マ
ン
ド
；
ル
カ
ー
ソ
が
成
化
十

五
年
に
死
す
る
と
と
も
に
寡
婦
と
な
り
、
十
六
、
七
年
の
う
ち
に
、

十
七
、
八
歳
と
な
っ
た
バ
ト
と
点
し
、
十
八
年
に
ト
ロ
ボ
ロ
ト
を
生

　
　
　
　
　
　
⑧

ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

　
右
と
同
様
に
バ
ヤ
ン
は
多
分
十
九
歳
位
で
兄
の
後
を
嗣
ぎ
、
成
化

工
十
三
年
即
位
し
、
同
時
に
マ
ソ
ド
ハ
イ
・
カ
ト
ソ
及
び
そ
の
子
等

を
自
ら
の
オ
ル
ド
に
入
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
勿
論
引
受
け

た
兄
の
子
は
、
前
掲
の
表
か
ら
し
て
（
四
一
買
）
、
ト
ロ
ボ
ロ
ト
、
ウ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ル
ス
ボ
ロ
ト
、
ゲ
レ
ボ
ロ
ト
、
ト
揖
ル
ト
公
主
、
パ
ル
ス
ボ
ロ
ト
の

五
人
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
暖
昧
な
の
は
バ
ヤ
ソ
ム
ソ
ケ
の
残
年
で
あ
る
。
そ
れ
は

漢
文
献
で
は
正
徳
十
三
年
か
ら
十
六
年
の
問
と
考
え
ら
れ
、
萩
原
氏

は
「
更
に
そ
れ
を
正
徳
十
四
、
五
年
と
範
囲
を
縮
め
た
（
四
止
男
）
。
こ
こ

で
思
い
起
す
の
は
源
流
に
ダ
ヤ
ン
カ
…
ソ
の
死
が
癸
卵
（
嘉
靖
二
十
二

年
、
一
五
四
三
）
に
係
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
恐
ら
く
癸
卯
は

も
と
も
と
の
材
料
に
は
兎
の
年
と
だ
け
あ
っ
た
も
の
に
相
違
な
く
、

そ
れ
を
と
っ
て
源
流
－
或
は
そ
の
直
接
的
材
料
i
は
こ
れ
を
癸

卵
に
当
て
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
と
こ
ろ
が
右
の
正
徳
十
四
年
（
一
五
一

九
）
が
己
卯
で
、
兎
の
年
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
に
よ
っ
て

年
女
は
パ
ヤ
ソ
は
正
徳
十
四
年
に
残
し
た
の
で
あ
り
、
源
流
は
そ
れ

を
二
十
四
年
繰
下
げ
て
丁
丁
二
十
二
年
に
係
け
た
も
の
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
然
ら
ば
何
故
源
流
は
十
二
年
な
ら
と
も
か
く
も
、
こ

の
場
合
に
限
っ
て
二
十
四
年
も
繰
下
げ
て
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
の
死
を
設

定
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
答
え
る
前
に
、
我
々
は
歴
史

事
実
と
し
て
、
バ
ヤ
ソ
ム
ン
ケ
の
後
カ
ー
ン
位
が
如
何
に
継
承
さ
れ

た
か
を
説
明
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

山ノ、

　
バ
ヤ
ン
の
死
後
の
カ
ー
ン
位
の
継
承
を
、
萩
原
氏
は
皇
西
北
虜
立

直
の
漢
文
献
に
よ
っ
て
次
の
系
図
の
ご
と
く
定
め
た
（
萩
原
二
三
九
頁
）
。

　
系
図
の
う
ち
、
長
子
面
罵
倫
は
父
パ
ヤ
ソ
に
先
立
っ
て
死
し
、
間

も
な
く
バ
．
ヤ
ン
が
死
し
、
卜
赤
、
包
明
は
と
も
に
幼
少
で
あ
っ
た
の

で
、
阿
爾
倫
の
弟
鰐
鮫
が
一
時
父
の
後
を
閥
ぎ
、
間
も
な
く
ト
赤
が
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・
小
季
（
頻
妙
丁

両
爾
倫
⊥

孟
阿
着
⊥

一
満
官
璽

一
二
三
赤
（
野
鶏
汗
）

一
丁
　
明
①

一
吉
嚢

－
俺
　
答

　
　
〔
系
騒
註
〕
①
セ
ロ
、
イ
ス
氏
は
セ
明
を
也
明
と
見
、
国
ヨ
ニ
の
臨
写
と
し
て
い
る

　
　
　
（
q
亀
¢
弓
毎
唄
。
・
層
O
o
器
①
一
〇
σ
q
凶
。
銑
目
ρ
σ
H
①
ω
噂
℃
●
春
。
㊤
）
。

次
い
で
立
っ
た
。
こ
の
継
承
の
順
は
、
和
田
氏
も
同
様
に
見
て
お
り

（
和
田
四
三
一
i
四
三
四
頁
）
、
疑
う
必
要
は
な
い
。
　
唯
こ
の
三
汗
の
交
代

が
何
時
頃
で
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
萩
原
属
は
雪
山

の
利
用
に
よ
っ
て
実
録
を
裏
付
し
、
極
め
て
巧
に
正
徳
十
三
年
か
ら

十
六
年
の
聞
に
設
定
し
た
（
萩
原
二
四
〇
一
二
四
四
頁
）
。

　
こ
れ
を
源
流
と
対
照
し
て
み
る
と
、
下
冷
倫
は
長
子
ト
μ
ボ
戸
ト
、

阿
着
は
パ
ル
ス
ボ
ロ
ト
（
漁
田
五
二
三
｝
貝
）
、
二
三
は
ボ
デ
ィ
ア
ラ
タ
カ

ー
ン
に
相
違
な
い
。
而
し
て
ボ
デ
ィ
ア
ラ
タ
の
紀
年
に
つ
い
て
は
、

源
流
は
甲
子
（
弘
治
十
七
年
、
一
五
〇
四
）
に
生
れ
、
　
四
十
一
歳
の
甲

辰
（
嘉
靖
二
十
三
年
、
一
五
四
四
）
に
即
位
し
（
江
ご
蓋
頁
）
、
二
三
（
嘉

靖
二
十
六
年
、
一
五
四
七
）
に
四
十
四
歳
で
残
し
た
こ
と
を
い
う
（
江
一

二
六
頁
）
。
嘉
靖
二
十
三
年
は
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ン
の
残
し
た
翌
年
で
あ
り
、

こ
こ
で
は
パ
ル
ス
ボ
ロ
ト
の
介
在
は
無
視
さ
れ
、
ダ
ヤ
ン
カ
！
ソ
に

澄
接
し
て
ボ
デ
ィ
が
嗣
い
だ
こ
と
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ボ
デ

4
の
後
葱
嗣
い
だ
の
は
、
そ
の
子
ダ
ラ
イ
ス
ン
タ
イ
ジ
σ
巴
緯
ω
銅
コ

窮
覧
庸
で
あ
る
が
、
彼
は
戊
申
（
嘉
靖
二
十
七
年
、
一
五
四
八
）
に
即

位
し
て
お
り
、
こ
の
あ
た
り
の
源
流
の
紀
年
の
確
さ
は
既
に
和
田
氏

の
論
証
す
る
が
ご
と
く
で
疑
な
い
（
恕
田
五
三
｝
一
五
三
二
頁
）
。
と
す
れ

ば
問
題
は
や
は
り
バ
ル
ス
ボ
ロ
ト
の
在
位
が
黙
殺
さ
れ
、
ボ
デ
ィ
が

嘉
靖
二
十
三
年
に
即
位
し
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
閥
題
を
解
く
鍵
は

和
田
氏
も
利
用
し
た
ア
ル
タ
ン
ト
プ
チ
で
あ
ろ
う
（
和
圖
四
＝
三
頁
）
。

ア
ル
タ
ソ
ト
プ
チ
に
は
次
の
ご
と
く
あ
る
（
小
林
…
八
○
頁
）
。

　
　
ダ
ヤ
ン
・
ハ
ガ
ン
の
長
子
の
ト
ゥ
ル
ゥ
ボ
ロ
ト
は
ハ
ン
の
位
に
即
か
ず

　
し
て
、
後
嗣
も
な
く
死
ん
だ
。
弗
の
オ
ロ
ス
ボ
ロ
ト
も
ハ
ン
の
位
に
即
か

　
ず
し
て
、
イ
バ
ラ
イ
・
タ
イ
シ
の
手
に
か
か
っ
て
配
れ
た
。
の
ち
オ
ロ
ズ

　
ボ
ロ
ト
の
子
バ
タ
イ
．
ア
ラ
タ
が
い
と
け
な
い
と
い
う
の
で
、
叔
父
の
バ

　
・
ル
ス
・
ボ
ロ
ト
が
大
ハ
ガ
ン
の
位
に
即
い
た
。

　
　
そ
の
の
ち
．
ハ
タ
イ
・
ア
ラ
タ
が
左
翼
三
万
戸
を
取
っ
て
、
八
白
室
に
跳

　
拝
し
て
、
ハ
ガ
ン
の
位
に
即
か
う
と
行
っ
て
、
パ
ル
ス
・
ボ
μ
ト
・
ヂ
ノ

　
ン
に
、

　
　
「
貴
方
は
私
が
幼
い
と
き
に
不
法
に
も
ハ
ガ
ン
の
位
に
即
か
れ
た
の
で

　
　
す
。
今
よ
り
私
に
脆
拝
な
さ
い
。
脆
拝
さ
れ
な
け
れ
ば
、
私
は
貴
方
を

　
　
政
め
る
で
せ
う
。
」
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と
厳
し
い
欝
葉
を
云
ふ
と
、
パ
ル
ス
・
ボ
ロ
ト
・
ヂ
ノ
ソ
は
、

　
「
濃
は
ハ
ガ
ソ
は
こ
の
方
だ
と
雛
拝
し
た
の
だ
。
さ
う
い
ふ
か
ら
に
は
、

　
そ
な
た
の
〔
い
ふ
こ
と
〕
は
正
し
い
の
だ
。
」

と
い
っ
て
、
八
白
室
に
親
拝
し
て
、
ボ
デ
ィ
・
ア
ラ
タ
が
ハ
ガ
ン
の
臥
位

に
動
い
た
。

　
こ
の
説
話
は
恰
も
バ
ル
ス
ボ
ロ
ト
が
位
を
工
事
し
た
ご
と
く
述
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

て
い
る
が
、
恐
ら
く
事
実
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

と
す
れ
ば
事
実
は
や
は
り
正
徳
十
三
年
よ
り
十
六
年
ま
で
の
こ
と
と

見
ら
れ
、
即
位
の
甲
虫
は
二
十
四
年
前
の
庚
辰
（
正
徳
＋
五
年
、
一
五

二
〇
）
に
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
武
功
録
俺
答
砂
上
に
は
、
正

徳
十
六
年
に
阿
著
が
死
し
て
ト
赤
が
立
っ
た
こ
と
を
い
い
（
国
学
文
庫

杢
＝
頁
）
、
一
年
の
差
が
あ
る
が
、
源
流
の
十
五
年
は
、
毛
虫
を
ダ
ヤ

ソ
カ
ー
ソ
の
残
年
に
接
続
せ
し
め
た
と
こ
ろ
が
ら
起
っ
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
武
功
録
の
十
六
年
を
正
し
い
も
の
と
見
た
い
。
即
ち
正

徳
十
四
年
に
パ
ヤ
ソ
ム
ソ
ケ
が
死
し
て
（
四
八
頁
）
バ
ル
ス
ボ
ロ
ト
が

後
を
嗣
ぎ
、
十
六
年
に
な
っ
て
ボ
デ
ィ
が
次
い
で
立
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
次
の
よ
う
な
愈
愈
が
残
る
。
ボ
デ
ィ
が
源

流
の
い
う
よ
う
に
弘
治
十
七
年
（
一
五
〇
四
）
の
生
れ
だ
と
す
る
と
、

父
バ
ヤ
ン
の
死
ん
だ
正
徳
十
四
年
に
は
十
六
歳
で
あ
り
、
叔
父
の
バ

ル
ス
ボ
ロ
ト
が
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
程
幼
少
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
和
田
氏
は
武
功
録
俺
答
伝
上
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
〔
正
徳
〕
七
年
冬
、
虜
可
汗
伯
流
玉
嵜
、
禅
仲
子
阿
不
亥
阿
著
ト
孫
、
伯

　
顔
生
三
子
、
長
子
阿
爾
倫
、
次
客
著
、
次
満
宮
虞
、
久
之
阿
爾
倫
死
、
遺

　
二
子
、
長
ト
赤
、
次
也
明
、
皆
幼
孤
、
伯
顔
乃
以
阿
著
嗣
、
称
小
王
子
。

を
以
て
、
ブ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
は
バ
ル
ス
ボ
ロ
ト
に
位
を
譲
っ
た
の
で
は

な
く
、
右
翼
ジ
ノ
ソ
に
任
命
さ
れ
た
事
柄
の
誤
で
あ
る
と
見
た
（
和

田
四
三
　
二
i
四
烹
四
頁
）
。
遊
牧
君
主
が
在
世
申
に
子
に
位
を
譲
っ
て
隠

居
す
る
例
は
な
い
し
、
又
こ
の
頃
長
子
ト
ロ
ボ
ロ
ト
は
明
か
に
生
存

中
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
差
措
い
て
弟
の
方
に
譲
る
の
も
お
か
し
い
。

和
田
氏
の
考
え
は
正
鵠
を
射
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
ジ
ノ

ソ
は
蒙
古
で
は
副
王
の
意
味
を
持
ち
、
重
要
な
位
で
あ
り
（
和
田
四
三

〇
頁
）
、
パ
ル
ス
は
こ
れ
に
任
ぜ
ら
れ
て
隆
女
た
る
勢
威
を
張
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
引
い
て
バ
ヤ
ン
の
死
後
一
時
位
に
即
く
こ
と
に

な
っ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。
こ
の
状
勢
が
、
正
徳
七
年
か
ら
位
に
あ
っ

た
ご
と
き
説
話
を
蒙
古
で
は
作
り
上
げ
、
中
国
で
は
一
つ
の
画
報
と

し
て
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
因
に
ボ
デ
ィ
の
年
齢
は
、
正
徳
七

年
に
は
未
だ
九
歳
で
∩
ジ
ノ
ソ
に
任
ぜ
ら
れ
る
に
は
余
り
に
も
幼
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
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七

　
ざ
て
右
の
ご
と
く
、
事
実
と
し
て
は
バ
ヤ
ン
、
バ
ル
ス
ボ
ロ
ト
と

嗣
ぎ
、
ボ
デ
ィ
が
正
徳
十
六
年
庚
辰
に
カ
ー
ン
位
に
即
い
た
と
す
る

と
、
何
故
源
流
は
こ
れ
を
嘉
靖
二
十
三
年
甲
辰
ま
で
二
十
四
年
も
引

、
伸
し
て
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
そ
れ
は
ダ
ヤ
ン
カ
ー
ソ
が
嘉

靖
二
十
二
年
に
残
し
た
か
ら
そ
の
翌
年
即
位
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う

と
い
う
答
も
、
出
な
い
こ
と
は
な
い
。
で
は
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
は
何
故

二
十
二
年
己
卯
ま
で
在
位
し
た
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
問
題
を
解
く
に
は
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
の
最
後
の
遠
征
と
伝
え
ら

れ
る
ウ
リ
ヤ
ソ
バ
討
伐
に
厚
臼
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
源
流
に
は
次

の
ご
と
く
あ
る
（
江
ご
西
頁
）
。

　
ウ
リ
ヤ
ン
ハ
イ
・
ゲ
ゲ
ン
・
チ
ェ
ソ
シ
ャ
ン
と
ト
ガ
タ
イ
・
バ
ラ
・
フ

ー
ラ
ト
と
が
首
領
と
な
り
て
ウ
リ
ヤ
ン
ハ
ン
の
万
人
が
反
乱
を
お
こ
し
て

攻
め
き
た
り
し
と
き
、
ダ
ヤ
ン
・
ハ
ン
は
チ
ャ
ハ
ル
、
カ
ル
カ
ニ
部
落
の

人
衆
を
率
み
て
行
温
し
、
　
〔
己
が
子
の
〕
バ
ル
ス
ボ
ロ
ト
・
ジ
ヌ
ン
に
書

信
を
送
り
、
　
〔
．
ハ
ル
ス
ボ
ロ
ト
・
ジ
ヌ
ン
は
よ
り
て
〕
右
翼
三
万
人
を
率

ゐ
来
り
て
交
戦
侵
入
し
、
す
な
わ
ち
ウ
リ
ヤ
ン
ハ
ン
の
万
人
と
交
戦
し
ぬ
。

…
…
〔
敵
の
〕
先
頭
蔀
隊
の
兵
を
禦
ぎ
戦
ひ
て
ウ
リ
ヤ
ン
ハ
ン
の
攻
兵
の

大
部
隊
を
破
り
、
そ
の
余
衆
を
征
服
し
て
五
万
人
に
併
合
せ
し
め
、
ニ
ン

グ
ン
・
ト
ゥ
メ
ン
〔
六
万
人
〕
と
称
へ
け
り
。

　
こ
の
戦
争
が
何
時
行
わ
れ
た
か
は
何
等
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ダ

ヤ
ン
カ
ー
ン
が
バ
ル
ス
ボ
ロ
ト
を
使
っ
た
と
こ
ろ
が
ら
見
て
パ
ル
ス

（
阿
著
）
の
即
位
前
即
ち
正
徳
十
四
年
以
前
に
あ
っ
た
ご
と
く
思
わ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
江
氏
の
訳
は
誤
が
あ
る
と
思
う
。
満
文
テ
キ

ス
ト
に
は
、
　
「
バ
ル
ス
ボ
ロ
ト
・
ジ
ヌ
ソ
の
子
に
書
を
致
し
た
」
と

あ
り
（
江
、
藁
毛
頁
　
菰
）
、
漢
文
本
に
も
こ
の
よ
う
に
訳
さ
れ
て
い
る

か
ら
、
江
氏
が
シ
ュ
ミ
ッ
ト
本
に
よ
っ
て
、
　
「
己
が
子
の
バ
ル
ス
ボ

μ
ト
に
書
を
致
し
た
」
と
修
正
し
た
の
は
考
え
過
ぎ
で
な
か
ろ
う
か
。

と
す
る
．
と
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
が
、
子
の
バ
ル
ス
ボ
ロ
ト
で
は
な
く
、
そ

の
子
に
書
を
致
し
た
と
い
う
の
は
当
然
バ
ル
ス
ボ
ロ
ト
が
死
ん
だ
後

の
こ
と
で
は
な
い
か
と
の
疑
が
起
っ
て
く
る
。
ノ

　
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
こ
の
文
に
灯
る
史
料
を
漢
文
献
の
中
に
探

し
て
見
よ
う
。
先
ず
バ
ト
ム
ソ
ケ
、
バ
ヤ
ン
ム
ソ
ケ
の
在
世
時
に
お

け
る
ウ
リ
ヤ
ソ
バ
討
伐
の
記
事
は
全
く
捜
出
し
得
ず
、
反
て
次
代
の

ボ
デ
ィ
カ
ー
ン
の
時
代
に
そ
れ
に
該
当
す
べ
き
事
実
を
発
見
す
る
の

で
あ
る
。
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第
一
の
史
料
は
、
実
録
整
経
七
年
八
月
癸
丑
の
条
に
、
提
督
三
辺

軍
務
尚
書
王
項
の
疏
言
の
一
部
と
し
て
（
史
料
蒙
古
下
五
、
六
順
繰
葺
）
、

　
　
近
拠
走
回
軍
人
王
毛
娃
子
称
、
小
王
子
欲
駆
套
虜
東
渡
、
繋
黄
毛
達
子
、

　
盆
暮
即
諾
即
去
、
又
調
書
西
海
達
子
、
而
西
海
語
勢
従
。

と
あ
る
文
で
あ
る
。
聴
毛
達
子
は
ウ
リ
ヤ
ソ
バ
の
西
方
に
い
た
ウ
リ

ヤ
ソ
バ
の
別
種
で
獅
猛
果
敢
を
以
て
鳴
っ
て
い
た
種
族
で
あ
る
（
和

田
四
五
五
一
四
五
七
頁
）
。
こ
れ
が
カ
ー
ン
の
南
下
の
と
き
に
は
、
常
に
背

後
を
襲
っ
て
損
害
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
注
意
す
べ
き
は
小
王

子
ボ
デ
ィ
が
動
員
を
下
令
し
た
の
に
弓
造
が
出
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。

明
か
に
オ
ル
ド
ス
勢
を
指
し
て
お
り
、
源
流
の
「
バ
ル
ス
ボ
ロ
ト
の

子
」
等
を
指
し
て
い
．
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
従
っ
て
源
流
に
「
パ

ル
ス
ボ
ロ
ト
の
子
漏
と
あ
る
の
は
史
実
と
し
て
誤
っ
て
い
な
い
の
で

あ
る
。
又
源
流
の
ウ
リ
ヤ
ソ
バ
討
伐
は
正
に
嘉
靖
七
年
の
ウ
リ
ヤ
ソ

バ
の
翔
部
野
毛
達
子
の
征
討
に
関
し
た
も
の
と
見
て
誤
あ
る
ま
い
。

　
し
か
し
ウ
リ
ヤ
ソ
バ
別
部
の
征
討
は
こ
の
と
き
を
以
て
終
っ
た
の

で
は
な
い
。
和
田
氏
は
右
の
文
の
「
管
毛
達
子
隔
ま
で
を
引
用
し
、

勿
卒
に
「
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
の
ウ
リ
ヤ
ソ
バ
討
伐
は
こ
の
頃
だ
っ
た
か

も
知
れ
な
い
」
と
し
た
（
和
田
四
五
七
買
）
。
し
か
し
萩
原
氏
は
そ
の
後

続
の
文
を
引
加
え
て
考
察
し
、
こ
の
と
き
の
征
伐
は
失
敗
し
た
と
思

わ
れ
る
と
い
う
（
萩
漂
二
六
五
頁
）
。
萩
原
氏
の
説
く
が
ご
と
く
で
、
武

功
鼻
塞
答
伝
上
で
は
嘉
靖
十
三
年
十
一
月
に
係
け
て
、

　
　
異
種
黄
毛
桿
、
席
死
地
亡
、
檸
三
部
（
小
王
子
、
ジ
ノ
ン
、
ア
ル
タ
ン
）
、

　
往
往
播
其
虚
、
諸
虜
獣
帯
堕
殖
、
露
営
苦
之
、
黄
弓
始
降
、
自
讃
之
後
、

　
回
答
移
年
毎
套
、
窺
我
延
鞍
、
美
嚢
徒
留
山
後
、
窺
我
寧
夏
。

と
あ
り
、
黄
毛
の
主
力
が
降
り
、
ア
ル
タ
ソ
等
が
背
後
を
脅
さ
れ
な

く
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
又
同
書
は
嘉
靖
十
七
年
十
月
に
係

け
て
、

　
　
〔
俺
啓
等
〕
約
小
王
子
、
連
唱
憲
黄
櫨
達
子
、
兀
良
馬
。

と
い
う
。
ウ
リ
ヤ
ン
ハ
別
種
に
対
す
る
作
戦
は
後
に
陞
女
行
わ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

決
し
て
嘉
靖
七
年
を
以
て
終
っ
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
眠
峨
山

人
の
訳
語
（
紀
認
識
編
巻
工
ハ
一
、
二
六
丁
）
に
は
、

　
　
小
王
子
集
把
都
児
台
吉
、
継
当
台
審
、
成
心
畜
、
血
刺
台
吉
、
葬
晦
、

　
集
魚
、
已
寧
諸
酋
首
兵
、
槍
西
北
兀
良
恰
、
殺
傷
壁
塗
。
乃
以
結
親
給
其

　
余
、
至
愚
悉
分
於
各
部
、
隠
田
酒
肉
、
酔
飽
後
訴
訟
謡
言
。

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
嘉
靖
七
年
か
ら
十
三
年
の
閥
に
行
わ
れ
た
も
の

を
ま
と
め
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
把
都
児
以
下
が
紫
右
翼
の

首
領
で
あ
り
、
ア
ル
タ
ソ
、
ジ
ノ
ソ
等
「
バ
ル
ス
ボ
ロ
ト
の
請
し
の

名
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
全
く
源
流
の
そ
れ
に
対
応
す
る
も
の
で
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あ
る
α

　
唯
こ
こ
で
遺
憾
に
思
う
の
は
、
源
流
に
こ
の
征
戦
の
箇
年
が
全
く

な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
中
国
側
で
は
そ
れ
は
確
に
十
三
年
を
以

て
最
高
潮
と
す
る
作
戦
で
あ
り
、
そ
の
前
後
の
紀
年
は
動
か
な
い
と

す
れ
ば
、
蒙
古
側
に
お
い
て
も
こ
の
作
戦
は
や
は
り
十
三
年
甲
午
の

頃
で
あ
っ
た
の
は
知
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
知
ら
れ
て

い
た
か
ら
こ
そ
、
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
の
死
を
そ
の
宮
雀
十
三
年
の
後
の

兎
の
年
即
ち
嘉
靖
二
十
二
年
癸
卯
に
か
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

八

　
尤
も
そ
れ
に
し
て
も
疑
問
が
一
つ
残
る
。
七
年
以
後
十
三
年
、
十

七
年
の
作
戦
は
ボ
デ
ィ
ア
ラ
タ
カ
ー
ン
の
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
事
実
と
し
て
紛
れ
も
な
い
も
の
で
あ
る
。
蒙
古
側
と
し
て
も
こ

れ
を
ボ
デ
ィ
の
事
業
と
し
て
伝
え
て
一
向
差
支
え
な
い
筈
で
あ
る
。

そ
れ
を
ダ
ヤ
ン
カ
ー
ソ
に
係
け
た
の
は
如
何
な
る
理
由
に
基
く
の
か
。

こ
の
解
明
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
一
つ
の
推
測
を
立
て
て
み

よ
う
。

　
手
が
か
り
は
ダ
ヤ
ソ
カ
！
ソ
の
末
子
と
伝
え
ら
れ
る
カ
ル
カ
の
開

祖
ゲ
レ
サ
ン
ジ
ャ
Ω
①
お
紹
滋
ρ
（
O
¢
器
。
・
窪
寄
）
で
あ
る
。
秘
田
氏
は

ゲ
レ
サ
ソ
ジ
ャ
は
末
子
で
な
く
て
第
八
子
だ
っ
た
と
い
う
が
（
和
田
七

七
九
頁
）
、
そ
れ
は
こ
の
場
合
何
れ
で
あ
っ
て
も
よ
い
。
彼
の
事
蹟
に

関
し
て
は
、
ア
ル
タ
ソ
ト
プ
チ
、
源
流
に
は
殆
ど
記
す
と
こ
ろ
が
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
《
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

い
が
、
シ
ャ
ラ
ト
ゥ
ジ
Q
Q
貯
ρ
需
『
三
一
に
は
大
要
次
の
ご
と
く
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
勇
敢
な
α
ぎ
弱
勢
置
ウ
ダ
ボ
ロ
ト
α
山
帥
σ
O
δ
位
は
ダ
ヤ
ン
カ
ー
ン
に

　
年
毎
に
曲
馬
を
殺
し
乾
か
し
て
渡
し
て
い
た
（
H
乾
燥
皮
革
を
献
じ
て
い
た
）
。

　
彼
は
カ
ー
ン
に
；
丁
を
分
封
さ
れ
ん
こ
と
を
請
い
、
ゲ
レ
ボ
ロ
ト
○
賃
①

　
σ
o
ざ
◎
を
与
え
ら
れ
た
。
し
か
し
ゲ
レ
ボ
ロ
ト
は
傲
慢
で
あ
っ
た
の
で
、

　
そ
れ
を
カ
ー
ン
の
下
に
返
し
に
行
き
、
そ
の
と
き
遊
ん
で
い
た
ゲ
レ
セ
ン

　
ジ
ェ
に
目
を
つ
け
、
こ
れ
を
ハ
ル
ハ
に
連
れ
て
帰
っ
た
。
ウ
ダ
ポ
ロ
ト
は

　
実
子
の
ご
と
く
こ
の
子
を
扱
い
、
ウ
ジ
ェ
ト
の
ム
ン
ク
チ
甚
イ
ダ
ル
ガ

　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
d
雛
蜜
Φ
亭
廊
昌
ヨ
O
旨
σ
q
押
魑
。
巳
（
一
欝
毒
誉
の
女
カ
ト
ン
カ
イ
ρ
ρ
訂
鵠
σ
Q
O
巴
と

　
ウ
リ
ヤ
ン
ハ
ン
の
メ
ン
ド
ゥ
ソ
♂
頃
島
9
の
女
メ
ン
タ
イ
竃
α
⇔
α
Q
閃
a
の
二

　
人
の
夫
人
と
結
婚
さ
せ
た
。

　
　
ジ
ャ
ラ
イ
ル
ホ
ン
タ
イ
ジ
宣
㌶
覧
巴
ρ
O
P
σ
q
蜜
覧
＃
（
腱
ゲ
レ
セ
ソ
ジ
エ
）

　
は
癸
酉
（
正
徳
八
年
、
　
　
五
一
三
）
の
生
れ
で
、
イ
ェ
ケ
タ
イ
ゴ
綬
。
閑
①

　
叶
直
ぐ
。
は
戊
辰
（
正
徳
三
年
、
一
五
〇
八
）
の
生
れ
で
あ
る
。
ゲ
レ
セ
ン

　
ジ
ェ
の
イ
ェ
ケ
カ
ト
ン
、
ウ
ジ
ェ
ト
の
ム
ン
ク
チ
ェ
イ
ダ
ル
ガ
の
女
カ
ト

　
ン
カ
イ
タ
イ
ゴ
よ
リ
ア
シ
ハ
イ
ホ
ン
タ
イ
ジ
〉
も
・
一
ρ
9
疎
。
臥
σ
q
＄
覧
庸
が
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庚
寅
の
年
（
嘉
月
九
年
、
　
一
五
三
〇
）
に
生
れ
た
。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
ゲ
レ
ボ
ロ
ト
が
最
初
カ
ル
カ
に
封
ぜ
ら
れ
た
こ

と
に
な
る
が
、
彼
は
一
四
八
二
年
の
生
れ
で
、
正
徳
の
末
期
に
は
相

当
の
年
齢
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
性
格
か
ら
し
て
カ
ル
カ
（
ウ
リ
ャ
ン

ハ
の
本
券
）
の
方
で
も
手
を
焼
い
た
。
そ
こ
で
未
だ
成
年
に
達
し
な
い

ゲ
レ
サ
ソ
ジ
ャ
を
連
れ
て
行
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の

時
期
が
何
時
で
あ
っ
た
か
は
右
の
文
で
は
一
向
分
ら
な
い
。
唯
ダ
ヤ

ソ
カ
ー
ソ
が
在
世
中
と
す
る
と
、
こ
れ
は
正
徳
十
四
年
ま
で
の
こ
と

で
、
彼
は
七
歳
ま
で
の
間
に
カ
ル
カ
に
封
ぜ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、

七
歳
は
封
建
さ
れ
る
の
に
余
り
に
幼
少
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
彼
は
こ

の
と
き
は
移
住
し
た
だ
け
で
、
後
に
ボ
デ
ィ
カ
ー
ン
の
時
に
封
建
さ

れ
た
と
考
え
て
も
よ
い
。
と
に
か
く
右
に
よ
れ
ば
彼
が
結
婚
し
た
の

は
カ
ル
カ
に
赴
い
て
か
ら
で
あ
甑
、
大
后
に
長
男
ア
シ
ハ
イ
の
生
れ

た
の
は
、
彼
が
十
八
歳
目
結
靖
九
年
庚
寅
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
紀
年
を
僑
ず
れ
ば
ゲ
レ
サ
ソ
ジ
ャ
は
多
分
嘉
靖
七
、
八
年
頃
に
は

正
式
に
カ
ル
カ
の
封
建
諸
侯
で
あ
っ
た
と
い
う
推
定
が
成
立
つ
で
あ

ろ
う
。
嘉
靖
七
年
は
前
述
の
ご
と
く
ウ
リ
ヤ
ソ
バ
別
部
の
討
伐
の
起

っ
た
年
で
あ
る
。
し
か
も
彼
が
カ
ル
カ
に
封
ぜ
ら
れ
た
由
来
は
ア
サ

ラ
ク
チ
ネ
レ
ト
テ
ウ
ケ
》
。
。
節
話
N
心
許
①
村
¢
9
叶
①
鴬
匿
Φ
に
よ
れ
ば
、

カ
ル
カ
・
チ
ノ
ス
部
の
ヌ
タ
ボ
ロ
ト
名
望
費
び
2
0
鳥
（
1
1
d
参
σ
o
ざ
自
）

が
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
に
請
い
、
ジ
ャ
ラ
イ
ル
や
ヶ
ル
ー
ト
の
シ
ゲ
チ
ソ

　
　
ぐ
ロ

o
Q
一
σ
q
o
o
露
の
圧
制
か
ら
免
れ
る
た
め
に
こ
の
王
子
を
迎
え
た
の
だ
と

い
う
（
松
村
九
八
頁
）
。
先
に
引
用
し
た
シ
ャ
ラ
ト
ゥ
ジ
に
対
応
す
る
内

容
で
あ
る
が
、
そ
う
と
す
れ
ば
彼
の
受
封
と
ボ
デ
ィ
の
ウ
リ
ャ
ン
ハ

討
伐
と
の
聞
に
何
等
か
の
関
連
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下

推
測
を
交
え
て
当
時
の
状
勢
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
カ
ル
カ
の
有
力
者
ウ
ダ
ボ
ロ
ト
は
ジ
ャ
ラ
イ
ル
や
ヶ
ル
ー
ト
と
の

問
の
紛
争
に
堪
え
か
ね
て
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
又
は
ボ
デ
ィ
カ
ー
ン
の
方

に
援
助
を
求
め
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
カ
ル
カ
方
颪
が
分
裂
し
て
抗

争
を
重
ね
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
ダ
ヤ
ソ
又
は
ボ
デ

ィ
は
こ
れ
に
答
え
て
ゲ
レ
サ
ソ
ジ
ャ
を
カ
ル
ヵ
に
封
ず
る
こ
と
に
し

た
。
ゲ
レ
サ
．
ソ
ジ
ャ
の
母
は
ジ
ャ
ラ
イ
ル
｝
巴
9
鷹
目
の
フ
ト
ク
シ
グ

　
　
　
　
　
　
⑮

シ
ρ
暮
ミ
ω
お
鴬
既
の
女
ス
ミ
ル
・
カ
ト
ソ
。
り
曽
葺
興
ρ
霧
雪
で
あ
る
．

か
ら
パ
江
＝
七
頁
）
、
彼
は
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
と
カ
ル
カ
の
両
系
統
の
血

を
受
け
て
い
る
わ
け
で
、
最
適
任
者
と
考
え
ら
れ
た
。
従
っ
て
彼
の
封

建
は
カ
ル
カ
の
政
局
不
安
を
解
消
し
、
そ
の
戦
闘
力
を
強
化
す
る
の

に
役
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
知
っ
た
ウ
リ
ヤ
ソ
バ
薄
型
は
多

分
に
カ
ル
カ
に
対
し
て
警
戒
的
と
な
っ
た
。
蓋
し
カ
ル
カ
の
統
一
は
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必
然
的
に
別
種
に
と
っ
て
は
東
方
か
ら
の
圧
迫
を
意
味
し
た
に
相
違

な
い
か
ら
で
あ
る
。
ボ
デ
ィ
カ
ー
ン
は
か
く
し
て
カ
ル
カ
を
支
持
し
、

ウ
リ
ヤ
ソ
バ
別
種
を
牽
制
す
る
た
め
に
、
嘉
靖
七
年
に
オ
ル
ド
ス
並

に
青
海
の
軍
を
別
種
に
差
向
け
ん
と
し
た
。
し
か
し
ボ
デ
ィ
自
身
が

出
動
す
る
の
で
な
か
っ
た
た
め
に
、
オ
ル
ド
ス
、
青
海
は
動
く
こ
と

な
く
、
計
画
は
失
敗
に
帰
し
た
。
と
は
い
う
も
の
の
ウ
リ
ヤ
ソ
バ
別

種
の
討
伐
は
単
に
カ
ル
カ
の
み
の
問
題
で
は
な
く
、
内
蒙
古
諸
部
落

全
体
の
問
題
で
あ
る
。
何
故
か
な
れ
ば
、
前
述
の
ご
と
く
そ
の
対
中

国
作
戦
の
と
き
に
は
、
彼
等
は
屡
々
別
種
に
よ
っ
て
そ
の
背
後
を
脅

威
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
而
し
て
十
三
年
に
至
り
、
ボ
デ
ィ
は
良
ら
チ
ャ
ハ
ル
、
カ
ル
カ
の

兵
を
率
い
（
江
…
二
四
頁
〉
、
オ
ル
ド
ス
の
ア
ル
タ
ソ
、
ジ
ノ
ソ
の
協
力

を
得
て
、
遂
に
大
作
戦
を
敢
行
し
た
。
ダ
リ
ヤ
ソ
バ
の
東
北
方
、
東

南
方
、
南
方
の
三
方
面
か
ら
包
囲
態
勢
を
と
り
、
こ
れ
に
繊
滅
的
な

打
撃
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
戦
の
後
ア
ル
タ
ソ
が
河
套
に
根
拠

を
定
め
、
ジ
ノ
ソ
は
山
後
↑
砂
面
山
後
）
に
移
動
す
る
こ
と
が
で
き

た
の
は
（
五
二
頁
）
、
確
に
こ
の
作
戦
が
成
功
裏
に
終
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

同
時
に
ゲ
レ
サ
ソ
ジ
ャ
の
カ
ル
カ
が
安
定
し
、
．
発
展
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
も
、
こ
の
戦
役
の
結
果
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
後
代
に
な
り
蒙
古
の
人
々
が
ゲ
レ
サ
ソ
ジ
ャ
の
こ
と
を
回
想
す
る

と
き
、
そ
の
カ
ル
カ
へ
の
入
封
と
そ
の
後
の
カ
ル
カ
へ
の
効
果
酌
な

ウ
リ
ヤ
ソ
バ
作
戦
を
、
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ン
の
事
業
と
考
え
た
の
は
無
理

も
な
い
。
ゲ
レ
サ
ン
ジ
ャ
は
若
か
っ
た
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
大
き
な

政
治
的
軍
事
的
成
功
を
齋
す
筈
は
な
い
。
ア
ル
タ
ン
、
ジ
ノ
ン
、
特

に
ア
ル
タ
ン
は
隠
棲
清
初
に
は
ダ
ヤ
ソ
七
竃
ソ
以
上
の
名
声
を
獲
得

し
た
政
治
的
文
化
的
英
雄
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
英
雄
を
駆
使
す
る

と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
、
ボ
デ
ィ
カ
ー
ン
は
指
導
者
と
し
て
適
わ

し
く
は
な
い
。
事
実
ボ
デ
ィ
カ
ー
ン
が
正
徳
十
六
年
に
万
里
馬
場
溝

に
侵
入
し
た
と
き
は
僅
か
二
干
余
騎
で
あ
っ
た
し
、
嘉
靖
二
年
の
沙

河
墾
に
入
っ
た
と
き
は
三
余
騎
で
あ
っ
た
（
萩
原
二
三
八
頁
）
。
又
ボ
デ

ィ
は
嘉
靖
十
三
年
大
同
の
叛
乱
軍
に
招
か
れ
て
、
「
以
此
（
翻
大
同
府
）

為
那
顔
居
」
と
言
わ
れ
て
悦
に
入
っ
た
程
度
の
人
物
で
あ
る
（
和
田
四

璽
ハ
頁
〉
。
オ
ル
ド
ス
の
ジ
ノ
ソ
が
、
「
小
王
子
を
丼
呑
す
る
の
志
あ
っ

た
」
と
い
う
の
も
当
然
の
こ
と
で
、
と
に
か
く
先
代
と
は
比
較
に
な

ら
な
い
小
人
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
こ
そ
、
ゲ
レ
サ
ソ
ジ
ャ
の
父
で
あ
り
、

こ
の
大
規
模
な
政
戦
略
を
遂
行
す
る
に
最
も
適
わ
し
い
人
物
と
考
え

ち
れ
た
の
で
な
か
ろ
う
か
。
而
し
て
ゲ
レ
サ
ソ
ジ
ャ
は
ダ
ヤ
ン
カ
i
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ソ
に
よ
っ
て
カ
ル
カ
に
封
ぜ
ら
れ
、
そ
の
発
展
の
道
も
ダ
ヤ
ソ
カ
：

ソ
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
と
い
う
考
え
が
導
き
鵠
さ
れ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
そ
の
故
を
以
て
ダ
ヤ
ソ
カ
！
ソ
の
近
年
の
兎
の
年
は
、
前

述
の
ご
と
く
作
戦
の
後
の
兎
の
年
嘉
靖
二
十
二
年
と
さ
れ
、
彼
は
二

十
四
年
も
実
際
よ
り
は
延
命
さ
れ
、
ボ
デ
ィ
の
事
蹟
は
そ
の
中
に
、

主
役
を
す
り
代
え
て
、
繰
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
源
流

は
ダ
ヤ
ン
照
門
ソ
を
在
位
七
十
四
年
、
八
十
歳
で
製
し
た
と
い
う
が

（
江
　
二
四
頁
）
、
前
に
も
触
れ
た
ご
と
く
遊
牧
民
族
で
こ
の
よ
う
な
長

寿
は
殆
ど
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
り
、
蒙
古
人
で
も
こ
れ
は
当
然
疑

え
る
筈
で
あ
る
。
そ
れ
を
敢
て
疑
わ
な
か
っ
た
の
は
「
偉
大
な
る
ダ

ヤ
ソ
カ
ー
ソ
」
と
い
う
先
入
観
が
あ
っ
た
か
ら
に
外
な
る
ま
い
。

九

　
さ
て
以
上
に
よ
っ
て
ダ
ヤ
ソ
カ
！
ン
な
る
人
物
は
、
現
実
に
存
在

し
た
バ
ト
ム
ン
ケ
、
バ
ヤ
ソ
ム
ソ
ケ
、
ボ
デ
ィ
ア
ラ
タ
の
三
力
ー
ソ

の
年
代
と
事
蹟
を
合
幸
し
、
蒙
古
側
で
作
り
出
さ
れ
た
伝
説
的
英
雄

で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
し
か
し
尚
一
、
二
の
問
題
が
残
っ
て
い

る
の
で
そ
れ
を
付
加
的
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
第
一
は
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
が
角
力
ー
ソ
を
合
擁
し
て
作
り
出
さ
れ
た

と
し
て
も
、
一
体
何
人
を
中
心
に
作
り
出
さ
れ
た
か
と
い
う
問
題
で

あ
る
。
源
流
や
蒙
古
世
系
譜
等
蒙
古
文
献
一
般
に
は
バ
ト
ム
ソ
ケ
の

名
を
使
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
、
バ
ト
ム
ソ
ケ
が
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ

で
あ
っ
た
と
の
考
え
は
当
然
起
っ
て
く
る
。
和
田
氏
等
は
こ
の
見
方

で
押
通
し
た
た
め
に
、
中
国
文
献
の
バ
ヤ
ソ
ム
ン
ヶ
の
名
さ
え
、
場

合
に
よ
っ
て
は
バ
ト
ム
ソ
ヶ
の
誤
だ
と
断
定
し
て
史
料
の
整
理
を
行

っ
て
い
る
程
で
あ
る
（
瀦
照
四
三
三
頁
）
。
し
か
し
実
録
弘
治
元
年
五
月

乙
酉
の
条
に
は
（
史
料
蒙
古
篇
四
、
六
〇
〇
頁
）
、

　
　
先
是
、
北
虜
小
王
子
率
部
落
、
潜
住
大
同
近
辺
、
営
亙
三
十
余
里
、
勢

　
墨
入
憲
、
至
是
奉
番
書
心
馳
、
書
辞
惇
慢
、
自
称
大
元
大
可
汗
。

と
あ
り
、
又
同
じ
く
弘
治
元
年
九
月
乙
丑
の
条
に
は
（
前
掲
書
六
〇
六
頁
）
、

　
　
蓮
北
伯
顔
猛
可
王
、
遣
使
臣
桶
恰
等
来
貢
…
…
初
自
称
大
元
可
汗
、
奏

　
乞
大
臣
報
使
、
以
通
和
好
、
不
許
。

と
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
文
が
、
同
一
人
の
同
一
の
朝
貢
を
指
す
こ

と
は
萩
原
氏
が
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
ご
と
く
で
（
萩
原
二
三
三
i
二
三

五
頁
）
、
こ
の
小
王
子
は
明
か
に
パ
ヤ
ソ
ム
ソ
ケ
で
あ
る
。
従
っ
て
大

元
（
大
）
可
汗
群
団
塁
（
3
）
｝
（
、
○
べ
袋
⇔
即
ち
U
曙
き
参
『
霞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

は
当
然
バ
ヤ
ソ
ム
ソ
ケ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
歴
史
的
実
在
と
し
て

は
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ン
は
バ
ヤ
ソ
ム
ソ
ケ
一
人
の
み
と
見
る
べ
き
な
の
で
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あ
る
。

　
第
二
の
問
題
は
、
右
の
よ
う
に
バ
ヤ
ソ
ム
ソ
ケ
が
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ

で
あ
る
な
ら
ば
、
萩
原
氏
が
言
う
ご
と
く
、
そ
の
四
大
事
業
と
称
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

れ
る
も
の
の
う
ち
、
バ
ヤ
ン
の
業
績
は
、
右
翼
の
鎮
圧
の
み
と
な
る

（
萩
原
三
ハ
六
頁
）
。
と
す
れ
ば
何
故
に
蒙
古
側
は
こ
の
よ
う
な
業
績
の

少
い
人
物
を
そ
の
前
後
の
カ
ー
ン
の
事
蹟
を
繰
込
ん
で
ま
で
偉
大
な

支
配
者
に
仕
立
て
上
げ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ

い
て
は
次
の
ご
と
く
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
成
程
バ
ヤ
ソ
ム
ソ
ケ
は
想
像
さ
れ
て
い
た
程
の
業
績
は
な
か
っ
た

か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
右
翼
の
鎮
圧
だ
け
で
も
取
上
げ
て
見
る
な

ら
ば
、
こ
れ
は
当
時
の
蒙
古
族
が
当
面
し
た
最
も
重
要
な
課
題
で
は

な
か
っ
た
の
か
。
エ
セ
ソ
以
来
オ
イ
ラ
ー
ト
勢
力
は
蒙
古
の
藤
半
分

を
確
保
し
、
タ
タ
ー
ル
は
東
方
に
追
詰
め
ら
れ
た
形
に
な
っ
て
い
た
。

右
翼
を
確
保
す
る
こ
と
は
、
先
ず
こ
の
西
方
系
の
勢
力
を
西
北
へ
撃

撰
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
正
徳
の
初
期
に
火
飾
ρ
o
の
ρ
覧

を
撃
殺
し
、
続
い
て
亦
不
刺
H
σ
ρ
養
（
〈
H
σ
蜜
7
ぎ
）
を
青
海
に
走
ら

せ
、
パ
ヤ
ソ
ム
ソ
ケ
は
オ
ル
ド
ス
を
占
領
し
た
。
弼
し
て
こ
の
オ
ル
．

ド
ス
占
領
が
、
後
に
内
蒙
を
支
配
し
た
ア
ル
タ
ン
、
ジ
ノ
ソ
等
の
実

力
派
を
生
む
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
決
し
て
此
二
少

な
業
績
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
在
位
年
代
が
約
三
十
ヨ
年

で
あ
り
、
前
後
の
カ
ー
ン
と
比
べ
て
か
な
り
長
く
、
平
和
裏
に
死
去

し
た
こ
と
も
珍
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。
況
し
て
や
そ
の
子
等
は
各
処

に
分
封
さ
れ
、
明
末
聖
餐
の
、
ひ
い
て
は
最
近
に
至
る
ま
で
の
蒙
古

王
侯
の
配
置
は
こ
の
と
き
に
大
凡
定
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
王
侯
等
が

共
通
の
祖
先
と
し
て
、
ひ
い
て
は
自
ら
の
位
置
を
作
り
出
し
た
大
恩

あ
る
祖
先
と
し
て
バ
ヤ
ソ
ム
ソ
ケ
を
尊
崇
し
、
偉
大
な
カ
ー
ン
と
し

て
仰
い
だ
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
記
憶
或
は
記
述
に
お
い
て
駅
絶
対

年
代
を
決
定
で
き
な
い
こ
と
が
、
或
は
尚
そ
の
こ
と
を
助
け
た
の
か

も
知
れ
な
い
。
ダ
ヤ
ソ
馬
齢
ソ
の
子
孫
で
あ
る
聖
王
府
は
そ
れ
ぞ
れ

カ
ー
ン
に
つ
い
て
の
説
話
を
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
偉
大
で
あ
れ

ば
あ
る
程
民
間
の
伝
承
も
当
然
多
く
な
り
、
兄
の
バ
ト
ム
ソ
ヶ
の
業

績
を
も
含
み
、
後
に
は
ボ
デ
ィ
ア
ラ
タ
の
事
蹟
ま
で
そ
れ
に
集
中
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
偉
大
さ
が
強
調
さ
れ
た
結
果
と
し
て
、
こ
の

■
よ
う
な
過
程
を
辿
っ
た
の
は
無
理
も
な
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。

　
結
局
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ン
は
蒙
古
民
族
に
よ
っ
て
、
或
は
蒙
古
の
そ
の

後
の
支
配
階
級
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
英
雄
で
あ
る
。
勿
論
材
料

は
バ
ヤ
ソ
ム
ソ
ケ
の
事
蹟
が
中
心
で
、
当
時
の
支
配
者
が
当
面
す
る
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政
治
的
軍
事
的
問
題
を
す
べ
て
処
理
す
る
全
能
的
英
雄
と
し
て
現
れ

た
。
し
か
し
そ
れ
が
完
全
に
意
識
的
な
作
為
の
結
果
で
あ
っ
た
か
ど

う
か
は
今
軽
々
に
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
バ
ト
と
バ
ヤ
ン
の

同
一
化
の
ご
と
き
は
記
録
の
脱
落
に
よ
る
混
同
で
は
な
い
か
と
も
考

え
ら
れ
る
節
も
あ
る
。
し
か
し
ウ
リ
ヤ
ソ
バ
討
伐
の
ご
と
き
は
、
単

な
る
混
同
や
混
乱
で
は
あ
る
ま
い
。
混
同
か
作
為
か
を
、
二
者
択
一

の
原
理
に
よ
っ
て
整
理
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
何
れ
も
当
時

の
蒙
古
人
な
ら
ば
当
然
持
ち
得
る
二
つ
の
傾
向
で
あ
っ
た
と
思
わ
ざ

る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
和
田
氏
は
ダ
ヤ
ソ
カ
！
ソ
の
歴
史
的
研
究
を
中
国
文
献
か
ら
始
め

な
が
ら
、
蒙
古
文
献
を
利
用
す
る
に
当
り
、
源
流
の
文
献
と
し
て
の

性
質
を
充
分
に
究
め
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
明
か
に

　
　
も
　
　
も

英
雄
物
語
と
化
し
て
い
る
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
を
源
流
の
記
載
そ
の
ま
ま

　
も
　
　
へ

に
史
実
と
と
っ
て
、
そ
れ
を
以
て
漢
文
献
の
材
料
を
整
理
し
た
。
そ

の
た
め
伝
説
を
以
て
史
実
を
切
る
こ
と
に
な
り
、
反
っ
て
歴
史
を
伝

説
化
す
る
結
果
を
将
来
し
た
の
で
あ
る
。
萩
原
幾
は
そ
の
点
徹
底
的

に
漢
文
献
だ
け
に
よ
り
、
こ
の
問
題
を
歴
史
的
に
再
購
成
し
よ
う
と

努
め
た
。
し
か
し
蒙
古
文
献
に
対
す
る
配
慮
を
敢
て
な
さ
な
か
っ
た

た
め
に
、
バ
ト
ム
ソ
ケ
及
び
ボ
デ
ィ
ア
ラ
タ
の
事
蹟
を
軽
く
見
、
ダ

ヤ
ン
カ
ー
ソ
の
存
在
を
伝
説
層
形
成
物
と
し
て
理
解
す
る
ま
で
に
至

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
私
は
こ
こ
に
第
三
の
説
を
提
唱
し
て
、
和
田
、
萩
原
両
氏
の
説
に

修
正
乃
至
は
否
定
を
行
っ
た
。
作
業
は
年
代
修
正
を
中
心
と
し
た
が
、

，
源
流
は
伝
承
的
史
書
で
あ
る
か
ら
、
尚
一
、
二
年
の
誤
は
あ
る
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
ら
の
精
密
な
確
定
に
よ
っ
て
更
に
修
正
を
茄
え
る
こ
と

は
、
他
に
人
も
あ
ろ
う
か
ら
敢
て
行
わ
な
い
。

　
思
う
に
私
が
こ
の
説
を
な
す
に
至
っ
た
の
は
、
実
は
全
く
和
闘
、

萩
原
両
氏
の
説
に
啓
発
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
両
氏
の
研
究
の
的
確

な
点
を
私
は
か
な
り
取
入
れ
た
。
し
か
も
尚
結
論
は
相
当
異
っ
た
も

の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
和
田
賃
は
既
に
鬼
籍
に
入
ら
れ
た
が
、
萩

原
氏
は
現
に
親
し
い
同
僚
で
あ
る
。
両
氏
に
常
に
学
漫
を
受
け
て
い

る
私
に
と
っ
て
は
、
異
説
を
立
て
て
批
評
、
反
論
を
行
う
の
は
甚
だ

心
苦
し
い
の
で
あ
る
が
、
学
問
上
の
こ
と
と
し
て
寛
恕
を
請
い
た
い

　
　
へ
　
　
　
ゆ

と
思
う

　
尚
本
文
の
理
解
を
助
け
る
た
め
に
、
若
干
足
ら
ざ
る
を
他
書
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

補
っ
て
、
源
流
の
紀
年
を
表
に
作
成
し
文
末
に
付
す
る
。
↓
印
は
私

見
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
た
実
年
代
で
あ
り
、
印
の
付
さ
れ
て
い
な
い

の
は
そ
の
ま
ま
信
頼
で
き
る
実
年
代
で
あ
る
。
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ダ
、
イ
ス
ン

ウ
ケ
ク
ト

（
マ
ル
ク
ル
ゲ
ス
）

モ
　
ラ
　
ン

　
　
（
テ
グ
ス
）

マ
ン
ド
ー
ル

ポ
　
ル
　
ポ

バ
ト
ム
ン
ケ

バ
ヤ
ン
ム
ン
ケ

（ノ、
サノレ

イス
亨ボ

多軍

v
生即

位
己
未
（
正
統
四
年
、

死
　
壬
申
（
景
泰
三
年
、

即
位
壬
申
（
崇
泰
三
年
、

死
　
癸
酉
（
景
泰
四
年
、

即
位
癸
酉
（
娯
泰
四
年
、

死
　
甲
戌
（
景
泰
五
年
、

生
丙
午
（
覧
徳
元
年
、

即
位
癸
未
（
天
順
七
年
、

死
　
丁
亥
（
成
化
三
年
、

生
　
壬
申
（
景
泰
三
年
、

壬
寅
（
永
楽
二
十
年
、
一
四
二
二
）
↓
戊
寅
（
洪
武
三
十
｝
年
、

一
四
三
九
）
↓
癸
丑
（
宣
徳
八
年
、

一
四
五
二
）
↓
辛
未
（
景
泰
二
年
、

　
四
五
二
）
↓
甲
戌
（
景
泰
五
年
、

一
四
五
三
）
↓
乙
酉
（
成
化
元
年
、

一
四
五
留
一
）
↓
乙
酉
（
成
化
元
年
、

…
四
五
四
）
↓
丙
戌
（
成
化
工
年
、

㎝
四
二
穴
）
↓
戊
午
（
正
統
＝
一
年
、

即
位
猪
年
↓
己
亥
（
成
化
十
五
年
、

死
　
庚
寅
（
成
化
六
年
、

生
　
甲
申
（
天
順
八
年
、

即
位
庚
心
斑
（
成
化
六
年
、

死
　
丁
未
（
戒
化
工
十
三
年
、

生
　
戊
子
（
繊
化
四
年
、

即
位
丁
未
（
成
化
二
十
三
年
、

死
　
癸
卯
（
嘉
靖
二
十
一
一
年
、

生
　
甲
辰
（
成
化
二
十
年
、

任
ジ
ノ
ン
壬
牢
（
正
徳
七
年
、

…
四
六
三
）
↓
乙
未
（
成
化
＋
一
年
、

一
四
六
七
）
↓
乙
亥
（
成
化
十
五
年
、

一
閥
五
二
）

　
　
　
　
一
四
七
九
）
　
ア
ル
タ
ン
ト
プ
チ
に
よ
る
。

一
二
七
〇
）
↓
壬
寅
（
成
化
十
八
年
、
一
四
八
二
）

一
四
六
四
）

一
四
七
〇
）
↓
壬
寅
（
藍
本
十
八
年
、
一
2
9
八
二
）

　
　
一
四
八
七
）
　
実
録
に
よ
る
◎

一
賜
六
八
）

　
　
｝
四
八
七
）
　
実
録
に
よ
る
。

　
　
…
五
四
三
）
↓
己
卯
（
正
徳
十
四
年
、
　
一
五
一
九
）

西
八
四
）
吊

　
　
…
置
一
二
）
　
実
録
に
よ
る
。

　
　
　
一
三
九
八
）

一
四
三
猛
）

一
四
五
　
）

一
四
五
閥
）

一
四
六
五
）

一
諾
二
五
）

一
四
六
穴
）
．

一
四
三
八
）

　
一
四
七
五
）

　
一
四
七
九
）

59　（537）



ボ
デ
ィ
ア
ラ
ク

ダ
ラ
イ
ス
ン

即
位
［
己
卯
（
正
徳
ナ
閥
年
、
　
　
五
一
九
）

死
　
辛
卯
（
嘉
靖
＋
年
、
一
五
一
三
）

生
　
甲
子
（
弘
治
十
七
年
、
一
五
〇
鴎
）

即
位
甲
辰
（
嘉
靖
二
十
三
年
、

死
　
　
丁
未
（
翼
那
傭
雛
学
†
六
年
、
　
一
五
四
七
）

生
　
甲
辰
（
嘉
靖
工
十
三
年
、

推
定
。

［
五
四
四
）
　
↓
立
十
二
巴
　
（
正
徳
十
山
周
年
、
　
一
五
二
一
）

「
五
四
四
）
↓
庚
辰
（
正
徳
十
五
年
、
　
五
二
〇
）

即
位
戊
申
（
嘉
靖
二
十
七
年
、
　
一
五
四
八
）

死
　
　
丁
・
巴
　
（
噌
嘉
靖
「
二
⊥
丁
六
年
、
　
一
五
五
七
）

60　（538＞

①
欧
米
で
の
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
に
闘
す
る
最
近
の
研
究
に
は
セ
ロ
イ
ス
氏
の
も
の
が

　
あ
る
（
置
。
費
団
ω
曾
毎
団
。
・
》
○
ぐ
a
鄭
0
9
0
σ
q
器
巴
8
ρ
σ
冨
ω
O
｛
け
げ
。
σ
c
。
ω
8
山
添
ロ
富

　
o
胤
U
礎
碧
－
ゆ
ρ
炉
鵠
ρ
α
q
蓄
・
峯
O
c
。
）
。
氏
は
ダ
ヤ
ソ
カ
！
ソ
に
関
す
る
藤
古
文
献

　
並
に
漢
文
献
の
紀
年
を
紹
介
し
て
、
そ
れ
ら
が
「
非
常
に
混
乱
し
て
い
て
、
爾
国

　
の
記
録
を
充
分
に
一
致
さ
せ
る
こ
と
は
殆
ど
不
可
能
で
あ
る
。
」
と
い
っ
て
い
る

　
（
凶
σ
坤
自
こ
℃
．
一
朝
）
。
媒
実
氏
は
葭
ら
の
信
ず
る
決
定
的
な
紀
年
を
何
等
述
べ
て
い

　
な
い
し
、
漢
文
献
の
利
用
も
到
底
湘
田
、
萩
原
爾
氏
の
そ
れ
に
及
ぶ
も
の
で
は
な

　
い
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
氏
の
記
述
は
坂
上
げ
な
い
こ
と
に
す
る
。

②
ダ
イ
ス
ソ
ヵ
i
ソ
は
エ
セ
ソ
太
師
に
襲
殺
さ
れ
た
が
、
そ
の
経
過
に
は
難
解
な

　
問
題
が
あ
る
。
和
田
氏
は
実
録
の
記
事
、
郭
公
奏
議
の
中
に
あ
る
攣
夏
中
空
事
の

　
余
丁
韓
成
の
供
状
、
李
糊
実
録
の
明
唖
聾
鳳
の
言
等
の
う
ち
、
実
録
の
記
事
の
み

　
を
信
じ
、
他
の
も
の
を
信
用
せ
ず
、
又
源
流
の
艶
華
を
引
い
て
い
る
が
、
結
局
何

　
等
の
整
理
を
行
っ
て
い
な
い
（
和
田
三
三
四
i
三
三
五
頁
）
。
　
問
題
は
次
の
ご
と

　
く
提
出
さ
れ
る
。

　
　
実
録
景
泰
三
年
二
月
壬
午
の
条
に
、

A
．
南
区
嬉
為
其
（
翻
脱
脱
不
花
王
）
正
室
、
縦
子
、
不
立
太
子
、
諏
欲
以
別
妻

　
之
子
為
之
、
真
先
言
霊
、
不
二
、
誘
起
露
量
攻
門
先
、
中
道
而
返
、
干
是
也
先

　
　
干
～

　
追
干
之
戦
、
敗
訴
。

と
あ
る
が
、
前
記
韓
成
の
供
状
に
は
、

B
．
又
聴
得
也
先
三
聖
虚
脱
不
花
王
、
要
下
馬
表
征
殺
了
、
要
着
他
藩
外
甥
阿
八

　
丁
王
的
勇
、
緻
王
子
。

と
あ
り
、
　
コ
カ
李
朝
実
録
の
黄
鳳
の
需
に
は
、

c
．
脱
脱
王
与
奪
先
紅
軍
、
門
先
撃
也
先
、
也
先
敗
、
其
後
也
先
大
挙
、
攻
王
殺

　
之
、
又
殺
其
太
子
、
而
立
太
子
之
子
、
灘
北
六
事
虫
、
太
子
之
子
乃
其
妹
臨
也
。

と
あ
っ
て
、
8
C
の
文
が
A
の
文
と
ど
う
繋
が
る
の
か
が
…
間
題
な
の
で
あ
る
。
ト

ト
ブ
ハ
の
正
室
は
エ
セ
ソ
の
嫡
で
あ
る
が
、
A
に
よ
れ
ば
、
そ
の
子
は
太
子
に
立

て
ら
れ
ず
、
ト
ト
ブ
ハ
自
身
は
刷
の
夫
入
の
子
を
立
て
よ
う
と
欲
し
て
い
た
。
こ

の
際
正
室
の
子
が
正
統
八
年
か
ら
、
三
三
二
年
ま
で
の
間
明
朝
に
入
賞
し
て
き
た

「
脱
脱
不
花
王
男
也
先
猛
嵜
」
で
な
か
ろ
う
か
と
い
う
和
田
民
の
推
定
は
可
能
性

の
あ
る
も
の
で
あ
る
（
和
湿
三
　
二
五
頁
）
。
し
か
し
洌
の
夫
人
の
子
が
誰
で
あ
る
か



ダヤソカーソζこおける史実と伝承（佐藤）

は
こ
こ
で
は
断
定
で
ぎ
な
い
。
或
は
後
に
モ
ラ
ソ
カ
ー
ソ
熱
唱
巳
碧
ゆ
禽
舞
と

な
っ
た
脱
受
療
目
α
σ
q
岱
。
。
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
何
故
か
な
れ
ば
、
脱
谷
思
も

正
統
四
年
に
は
既
に
明
朝
に
入
学
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
前
掲
書
）
。
し
か
し
ト

ト
ブ
ハ
王
は
「
立
て
よ
う
と
欲
し
」
、
エ
セ
ン
が
異
議
を
噛
え
て
も
「
従
わ
な
か
っ

た
」
の
で
あ
る
か
ら
、
ト
グ
ス
を
一
時
太
子
と
し
た
の
が
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に

し
て
も
こ
れ
は
王
と
エ
セ
ソ
の
衝
突
の
前
の
状
態
で
あ
る
。
こ
れ
と
B
文
と
が
関

聯
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
B
文
は
世
帯
ソ
が
ト
ト
ブ
四
王
を
殺
し
て
後
の
こ
と
で
、
そ
の
後
始
末
は
「
他

約
外
甥
阿
八
丁
王
的
男
、
倣
王
子
」
と
あ
る
。
こ
の
醐
八
丁
は
一
見
す
る
と
ト
ト

ブ
ハ
の
子
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
和
田
氏
が
後
に
推
定
し
た

ご
と
く
、
源
流
の
ア
ク
バ
ル
ジ
・
ジ
ノ
ソ
》
N
σ
巽
扁
こ
ぎ
。
謬
σ
q
に
音
の
㎝
致
し
て

い
る
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
（
漁
田
三
三
六
頁
）
、
こ
れ
は
ト
ト
ブ
ハ
の
弟
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
岡
時
に
多
分
「
阿
八
丁
的
男
」
は
、
ア
ク
パ
ル
ジ
の
子
ハ
ル
グ
チ
ュ
ク

ρ
騨
凝
薮
儒
㌣
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
B
文
の
入
塾
は
、
何
等
A
文
の
そ
れ
と
関
係

な
い
こ
と
に
な
る
。
恐
ら
く
ト
ト
ブ
ハ
王
と
エ
セ
ソ
の
衝
突
手
始
前
は
A
文
の
ご

と
き
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
衝
突
」
し
た
後
に
は
ト
ト
ブ
ハ
を
滅
し
、
そ

の
子
等
は
逃
散
又
は
死
亡
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
エ
セ
ソ
も
函
憎
し
、
8
文
の

ご
と
く
ア
ク
バ
ル
ジ
の
子
ハ
ル
グ
チ
ュ
ク
を
起
用
し
て
王
子
（
圭
）
と
な
す
に

至
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
「
外
甥
阿
八
丁
的
男
」

と
あ
る
か
ら
に
は
、
ア
ク
バ
ル
ジ
は
エ
セ
ン
と
親
戚
関
係
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
そ
れ
を
解
く
た
め
に
C
の
記
載
を
詳
し
く
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
C
文
で
は
エ
セ
ソ
は
王
を
殺
し
、
太
子
を
殺
し
、
太
子
の
子
を
立
て
た
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
太
子
は
ト
ト
ブ
ハ
の
王
子
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
ア
ク

バ
ル
ジ
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
ア
ク
バ
ル
ジ
は
源
流
で
は
ダ

イ
ス
ソ
カ
ー
ソ
（
ト
ト
ブ
ハ
）
が
立
っ
た
と
き
ジ
ノ
ソ
に
さ
れ
て
お
り
、
ジ
ノ
ソ

は
二
王
酌
存
在
で
あ
る
か
ら
、
外
国
人
の
済
鳳
が
そ
れ
を
太
子
に
と
っ
た
の
は
無

理
も
な
い
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
太
子
の
子
は
ハ
ル
グ
チ
ュ
ク
に
相
違
な
く
、

　
「
太
子
の
子
は
置
セ
ソ
の
妹
の
出
で
あ
る
」
と
い
う
か
ら
に
は
、
当
然
ハ
ル
グ
チ

　
ユ
ク
は
エ
セ
ソ
の
外
甥
に
当
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
「
外
甥
阿
八
丁
的

　
男
」
と
い
う
は
、
　
「
ア
ク
パ
ル
ジ
の
子
で
、
エ
セ
ン
の
外
甥
に
当
る
も
の
」
と
い

　
う
意
味
も
正
し
く
、
　
「
エ
セ
ン
の
外
甥
の
ア
ク
バ
ル
ジ
の
子
」
と
い
う
意
味
で
は

　
な
い
こ
と
が
明
瞭
に
な
る
。
こ
れ
だ
け
で
も
ハ
ル
グ
チ
ュ
ク
は
エ
セ
ソ
に
と
っ
て

　
は
重
要
な
存
在
に
な
る
が
、
そ
の
ハ
ル
グ
チ
ュ
ク
は
源
流
に
よ
れ
ば
、
又
エ
セ
ン

　
の
女
セ
チ
ェ
ク
・
ペ
イ
ジ
・
カ
ト
ン
。
っ
。
α
o
頓
げ
。
楓
繁
の
暮
郎
p
を
夫
人
に
し
て

　
お
り
（
面
一
〇
五
頁
）
、
エ
セ
ソ
は
そ
の
故
に
部
入
の
反
対
を
押
え
て
ハ
ル
グ
チ
ュ

　
ク
を
救
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
汀
二
〇
二
頁
）
。
C
文
に
高
山
ン
が
愛
婿
の
彼
を
立

　
て
た
と
い
う
の
は
当
然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
尤
も
源
流
に
よ
れ
ば
、

　
ハ
ル
グ
チ
ュ
ク
は
そ
の
後
ト
ソ
．
マ
ク
（
紅
ト
ク
マ
ク
）
の
者
に
躬
殺
さ
れ
て
い
る

　
か
ら
、
こ
れ
を
儒
ず
れ
ば
、
右
に
彼
が
「
立
て
ら
れ
た
」
と
あ
る
の
は
、
父
の
死

　
後
彼
の
み
が
後
継
春
と
し
て
残
さ
れ
た
と
い
う
程
の
意
で
、
位
に
即
け
ら
れ
た
と

　
い
う
意
味
に
は
と
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。

　
　
以
上
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
B
は
決
し
て
和
露
営
の
い
う
よ
う
な
「
頑
愚
の
奴
輩

　
の
伝
聞
」
（
和
田
三
三
穴
倉
）
で
は
な
く
、
C
も
驚
窟
罪
鳳
の
「
多
く
の
錨
誤
を
含

　
ん
だ
霊
夢
」
で
は
な
い
。
反
て
番
時
の
実
情
を
伝
え
た
極
め
て
貴
璽
な
史
料
と
い

　
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

③
源
流
で
は
鍔
。
嶺
①
ω
三
・
・
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
本
来
蒙
古
名
で
は
な
く
、
シ
リ

　
ァ
語
の
蜜
鎗
O
δ
嶺
冴
か
ら
来
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
○
δ
義
溶
の
名
は
現
に
大

　
秦
婦
教
流
行
中
国
碑
に
も
見
え
る
（
佐
伯
好
郎
「
景
教
の
研
究
」
東
京
、
昭
和
十
年
、

　
六
〇
三
頁
）
。
　
ペ
リ
ォ
氏
に
よ
れ
ば
ギ
ォ
ル
ギ
ス
の
ト
ル
コ
又
は
モ
ン
ゴ
ル
語
形

　
は
澱
O
嶺
郎
F
O
α
嬬
σ
q
群
N
で
あ
る
と
い
う
か
ら
（
勺
四
二
勺
証
凱
。
評
O
げ
蒜
煎
。
蕊

　
α
5
臨
0
8
瓢
窪
巴
。
簿
α
、
特
写
窪
①
謹
？
〇
二
㊦
昌
什
層
↓
．
o
¢
滞
α
q
℃
p
ρ
〈
o
一
晶
伊
δ
竃
堕

　
℃
「
①
ω
膳
）
、
　
こ
の
漢
名
ほ
諸
臣
淡
α
吸
α
Q
ロ
N
な
る
蒙
古
名
を
推
測
せ
し
め
る
も
の

　
で
あ
る
。
明
か
に
景
教
徒
名
で
あ
る
が
、
麻
児
可
児
が
景
教
徒
で
あ
っ
た
か
ど
う

　
か
は
断
定
で
き
な
い
。
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④
　
予
備
氏
は
は
こ
の
「
成
出
初
」
を
一
、
一
　
年
の
意
味
で
な
く
、
五
、
六
年
の
こ

　
と
と
し
て
取
っ
て
い
る
（
和
田
蕊
八
九
買
）
。

⑤
盈
。
葺
。
・
暑
梓
野
駈
ω
。
二
日
閃
ξ
Φ
話
説
房
。
山
欝
ヨ
。
。
蹟
饗
日
鍵
ぎ
＃
一

　
同
津
日
夢
鍵
住
9
切
α
q
雪
げ
茜
賓
ρ
ヨ
け
珍
。
弦
0
5
H
3
ω
ぎ
ω
．
σ
団
甲
冨
（
東

　
北
欝
録
署
9
詔
O
O
ソ
漁
げ
■

⑥
オ
ル
ド
ス
本
A
・
C
に
、
こ
の
紀
年
が
嵐
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
ω
㊤
も
畠

　
銀
。
凝
＆
畠
H
南
国
a
。
三
盛
｛
コ
♂
ま
廿
℃
窺
も
誌
参
照
。
こ
れ
ら
の
紀
年

　
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
本
で
は
全
く
異
っ
た
計
算
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
バ
ト
ム
ソ

　
ケ
は
｝
内
戌
（
一
四
六
山
ハ
）
　
に
生
れ
（
ω
0
7
露
一
α
戸
も
．
一
凱
鴫
）
、
　
庚
蜜
（
一
四
囲
七
〇
）

　
の
即
位
だ
け
は
ウ
ル
が
本
、
暴
漢
本
に
一
致
し
て
い
る
か
ら
即
位
の
と
き
は
五
歳

　
で
あ
る
。
妓
年
は
三
郷
（
｝
五
四
三
）
で
七
十
四
年
在
位
、
七
十
八
歳
死
と
な
つ

　
て
い
る
（
o
α
O
げ
ヨ
一
α
け
”
　
℃
陰
　
一
ゆ
切
）
。
　
一
四
六
六
年
生
れ
と
す
る
と
父
の
ボ
ル
ホ
が

　
十
五
歳
の
と
き
の
子
と
な
り
轟
々
可
能
性
が
増
す
。

　
　
尚
参
考
の
た
め
弟
の
バ
ヤ
ン
ム
ン
ケ
の
生
年
に
つ
い
て
述
べ
て
お
ぎ
た
い
。
満

　
唐
本
に
は
彼
は
、

　
　
　
戊
子
の
年
ボ
ル
ボ
ジ
ノ
ン
が
二
十
九
歳
の
と
き
生
れ
た
。

　
と
い
う
興
味
あ
る
記
寮
が
娼
て
く
る
（
江
…
一
三
買
）
。
戊
子
の
年
（
一
四
六
八
）

　
は
父
ボ
ル
ホ
は
十
七
歳
で
あ
り
、
二
十
九
歳
は
誤
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と

　
す
れ
ば
、
ハ
ヤ
ソ
は
バ
ト
と
四
つ
違
い
の
兄
弟
と
な
り
、
や
は
り
十
九
歳
で
即
位
し

　
た
こ
と
に
な
る
。
後
述
の
ご
と
く
両
人
が
混
問
さ
れ
る
原
因
は
こ
こ
に
あ
る
の
か

　
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
注
意
す
べ
き
こ
と
は
こ
の
記
事
は
満
漢
本
の
み
で
藻
文
本

　
に
は
維
え
て
桝
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
蒙
文
本
に
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
バ
ヤ

　
ソ
ム
ソ
ケ
の
存
在
を
蒙
古
側
で
も
伝
え
て
い
た
と
い
う
極
め
て
貴
重
な
史
料
に
な

　
る
の
で
あ
る
が
、
満
漢
本
の
み
で
は
説
得
力
は
甚
だ
弱
い
。
従
っ
て
パ
ヤ
ソ
ム
ン

　
ケ
の
存
在
は
蒙
古
文
献
で
は
現
在
の
と
こ
ろ
確
実
に
は
証
明
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

⑦
髪
型
清
『
内
蒙
古
諸
部
落
の
起
源
』
東
京
、
醇
正
六
年
、
三
九
買
。

⑧
ア
ル
タ
ソ
ト
プ
チ
で
は
ダ
ヤ
ソ
カ
f
ソ
は
猪
の
年
に
七
歳
で
即
位
し
た
と
い
う

　
伝
承
を
掛
げ
て
い
る
（
小
林
一
六
二
頁
）
。
猪
の
年
は
己
亥
（
成
化
十
猷
年
・
、
　
｝
四

　
七
九
）
で
、
マ
ソ
ド
ー
ル
カ
：
ソ
が
死
し
、
ボ
ル
ポ
ジ
ノ
ソ
が
嗣
い
だ
年
と
考
え

　
ら
れ
る
（
四
三
頁
）
。
こ
れ
も
マ
ソ
ド
ハ
イ
・
カ
ト
ソ
が
、
マ
ソ
ド
ー
ル
の
死
後
間

　
も
な
く
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
の
妃
と
な
っ
た
と
い
う
築
実
の
反
映
で
あ
る
と
見
た
い
。

⑨
母
は
マ
ソ
ー
5
ハ
イ
で
は
な
い
。

⑩
　
こ
の
説
話
が
源
流
に
採
用
さ
れ
て
い
な
い
の
は
興
味
深
い
。
バ
ル
ス
ボ
ロ
ト
は

　
オ
ル
ド
ス
部
の
開
祖
で
あ
り
、
サ
ガ
ソ
セ
チ
ェ
ン
ω
ミ
㊤
謬
σ
q
ω
o
α
o
ロ
の
祖
先
で
も

　
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
ら
サ
ガ
ン
は
特
に
こ
の
祖
先
の
纂
奪
説
話
を
忌
避

　
し
た
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

⑪
　
和
田
氏
は
「
伯
顔
猛
可
は
勿
論
把
禿
猛
可
の
誤
」
と
す
る
が
（
和
田
西
三
三
頁
）
、

　
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
罰
バ
ト
ム
ソ
ケ
の
考
え
で
ゆ
け
ば
そ
う
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

　
こ
れ
は
誤
で
は
な
い
。

⑫
黄
毛
ウ
リ
ャ
ソ
バ
に
対
す
る
作
戦
は
、
嘉
靖
二
十
一
年
及
び
二
十
二
年
に
も
ア

　
ル
タ
ン
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
（
和
田
七
七
二
頁
）
。
出
田
琉
に
よ
れ
ば
、
そ
の
事
実

　
は
少
し
く
曖
殊
な
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
一
　
十
二
年
の
場
合
は
ア
ル
タ
ソ

　
は
一
部
を
以
て
こ
れ
を
討
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
黄
毛
が
既
に
往
年
の
勢
力

　
を
失
っ
て
い
た
こ
と
は
推
測
さ
れ
る
。
尚
鰻
導
出
人
の
訳
語
（
紀
録
彙
新
巻
一
六

　
「
、
一
七
丁
）
に
は
、
　
「
隠
密
」
と
し
て
兀
良
融
解
が
小
王
子
に
兼
併
さ
れ
た
こ
と

　
を
述
べ
て
い
る
。
訳
語
は
嘉
靖
エ
十
二
、
烹
年
頃
の
作
と
見
ら
れ
る
か
ら
（
和
田

　
閥
六
六
頁
）
、
或
は
ア
ル
タ
ソ
の
一
…
十
　
、
　
二
年
の
討
伐
と
関
係
あ
る
ご
と
く
見

　
え
る
が
、
多
分
そ
う
で
は
な
く
て
、
慕
靖
十
七
年
の
征
伐
の
結
果
を
書
っ
て
い
る

　
の
で
あ
ろ
う
。

⑬
　
国
・
昌
」
ロ
ロ
翻
◎
冒
硝
斜
日
麟
娼
純
潔
団
掴
襲
餐
寓
O
貝
O
蒙
O
緊
麟
識
器
円
O
閏
隈
霞
メ
＜
H
H

　
団
Φ
緊
斜
鼠
O
O
H
萄
㌣
自
Φ
憂
国
同
唱
勲
強
”
お
駅
8
唱
．
δ
㌣
◎
。
曾
こ
の
文
献
の
利
用
に
つ
い

　
て
は
若
松
諾
諾
の
助
力
を
得
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
衷
す
る
も
の
で
あ
る
。

⑭
α
ぎ
ロ
。
。
口
肖
は
、
松
村
氏
に
よ
れ
ば
「
チ
ノ
ス
部
の
」
の
二
選
に
も
と
れ
る
ら

　
し
い
（
松
村
九
八
頁
）
。
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ダヤソ野心ソ｛こおける史実と伝承（佐藤）

⑮
ω
黄
募
帥
は
明
か
に
「
皇
師
」
の
膏
訳
で
あ
る
が
、
一
方
の
シ
ゲ
チ
ソ
ω
置
。
α
ぎ

　
も
同
様
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
フ
ト
ク
シ
グ
シ
と
シ
ゲ
チ
ン
は
隅
一

　
人
で
あ
る
か
ど
う
か
は
決
定
で
き
な
い
。

⑱
源
流
は
バ
ト
ム
ソ
ケ
の
即
位
に
つ
い
て
、
マ
ソ
ド
ハ
イ
・
カ
ト
ソ
が
「
庚
寅
の

　
年
に
ダ
ヤ
ソ
国
を
佑
回
す
べ
し
と
て
彼
（
バ
ト
ム
ソ
ケ
）
を
ダ
ヤ
ン
・
ハ
ソ
と
推

　
尊
し
、
老
夫
人
の
前
に
て
即
位
せ
し
め
」
た
と
あ
る
が
（
江
＝
六
頁
）
、
ダ
ヤ
ソ

　
カ
ー
ン
n
バ
ト
ム
ソ
ケ
の
前
提
の
下
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を

　
以
て
バ
ト
が
既
に
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ン
と
称
し
た
と
の
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。

⑰
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ソ
の
四
大
事
業
は
、
（
一
）
部
下
の
大
義
イ
ス
マ
イ
ル
の
繋
破
、

　
（
二
）
オ
イ
ラ
ー
ト
の
撃
破
、
（
三
）
右
翼
の
鋏
犀
、
（
四
）
ウ
リ
ヤ
ソ
バ
万
戸
の

　
討
減
で
あ
る
が
（
和
田
四
四
一
頁
以
下
）
、
　
萩
原
氏
は
（
【
）
は
バ
ト
ム
ソ
ケ
の

　
事
業
（
萩
原
二
五
【
i
二
五
二
頁
、
又
岡
氏
「
小
王
子
に
関
す
る
㎝
考
察
」
『
東
洋

　
史
研
究
隠
第
十
七
巻
四
号
）
、
（
二
）
は
中
国
文
献
で
は
薬
実
を
証
明
で
き
な
い
（
萩

　
原
二
六
五
頁
）
、
（
四
）
は
ダ
ヤ
ソ
カ
ー
ン
死
後
の
こ
と
で
あ
り
（
萩
原
二
六
七
頁
）
、

　
（
三
）
の
み
が
ダ
ヤ
ン
カ
ー
ソ
・
バ
ヤ
ソ
ム
ソ
ケ
の
事
業
で
あ
る
と
い
う
。

⑱
明
代
蒙
古
の
王
統
に
つ
い
て
は
墨
田
両
文
献
の
外
に
チ
ベ
ッ
ト
文
献
に
も
詑
載

　
が
あ
る
。
パ
ク
サ
ム
ジ
ョ
ソ
サ
ン
が
そ
れ
で
あ
る
が
（
o
っ
鎧
ヨ
℃
拶
諺
犀
プ
騨
ロ
廿
P

　
け
智
σ
q
ぴ
沼
ヨ
ニ
。
ロ
ぴ
鑓
鈍
準
●
一
嵩
い
亀
詳
巴
σ
累
け
。
匿
ω
げ
O
げ
穿
。
苗
田
ρ

　
嬢
。
芝
U
①
鍔
㌍
お
α
⑩
層
や
一
駐
）
、
そ
の
王
統
は
源
流
に
よ
く
一
致
し
、
又
そ
れ

　
以
上
の
新
し
い
記
述
は
な
い
の
で
、
こ
こ
に
は
取
上
げ
な
い
。

〔
略
語
表
〕

　
和
田
H
和
田
清
『
東
亜
史
研
究
（
蒙
古
篇
）
』
東
京
、
昭
溜
ヨ
十
四
年

　
曲
秋
原
紅
萩
原
淳
平
『
ダ
ヤ
ソ
・
カ
…
ソ
の
研
究
』
明
代
満
影
堂
研
究
、
京
都
、
昭

　
　
和
三
十
八
年

　
松
村
1
1
松
村
潤
『
明
代
溝
蒙
史
研
究
』
批
評
、
東
洋
史
研
究
第
二
十
三
巻
一
号

　
江
隠
江
実
訳
注
『
蒙
古
源
流
』
京
都
、
昭
和
十
五
年

　
実
録
ロ
明
実
録

　
史
料
打
明
代
満
蒙
史
料
（
明
実
録
抄
）
、
京
都
、
昭
和
二
十
九
一
三
十
四
年

　
外
務
雀
口
外
務
省
調
査
部
訳
『
藏
古
醐
麟
教
史
』
東
京
、
昭
和
十
五
年

　
青
木
闘
青
木
官
田
太
郎
『
セ
ソ
ゲ
の
順
義
王
承
襲
に
つ
い
て
』
東
方
学
第
十
四
輯

　
小
林
亘
小
林
　
尚
四
鰍
岬
『
蒙
古
黄
金
史
』
申
果
論
尽
、
昭
神
十
・
六
年

　
o
ワ
。
げ
ヨ
一
臼
旨
H
．
｝
・
ω
o
財
ヨ
一
黛
「
O
⑦
ω
〇
三
〇
簿
。
鳥
震
O
簿
－
銀
。
ロ
σ
q
o
H
o
鐸
帽
旨
匹

　
　
一
貯
Φ
ω
男
母
ω
仲
雪
げ
掌
・
島
。
ω
〈
o
昌
ω
。
・
雪
窪
σ
q
o
り
ω
o
劣
o
P
ω
け
●
℃
Φ
倖
。
屡
ぴ
葭
σ
q
．

　
　
一
◎
。
b
o
り
●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
助
教
授
）
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The　State　Land　Systern　in　the　Tenth

　　　　　　Century　and　its　Collapse

　　　　　　by

Sy6z6　Sakameto

　The　＄tate　land　system　means　the　system　starting　from　the　reforipa－

tion　of　land　system　in　the　tenth　century　including　Engi－Sh6en－Seiri－

1～ei延喜荘園整理令，　continuing　tili　about　the　middle　of　the　eleventh

century，　altd　intendlng　mainly　mainteRance　of　public　field，　or　K6den

公田contrary　to　private　property，　by　Kokushi国司．　The　public　field

ineans　the　succession　of　fields　except　hereditari　private　fields，　such

qs　ICubesn－den四分闘in．κo勧g％国警；it　was　not　regarded　as　a　pr三vate

property　even　oii　devastatioB　and　higher　rent　was　imposed．

　Kobushi　acceptedκ伽4θπ一加π検田権from　the　state，　and　was　obliged

to　maintain　the　public　fields　Settled　in　theκ加％．κo肱z％基準国図；then

he　organized吻6名w漉in　his　country，　wh呈ch　was　the　system　for

cukivating　of　pu．biic　field　and　grasping　people　and　land．　Since　about

the　second　quarter　of　the　eleventh　century　symptoms　of’　dissolution

appeared　in　that　system；　that　is，　it　is　considered　that　public　field　was

changed　into　private　property　bearing　another　name，　also　My6　in　tke

tenth　century　was　chaiigee．

Historical　Facts　and　Legends　Cencerning　Dayan　Qan

by

Hisashi　Sat6

　　The　famous　Dayan　Qan　in　the　MQngolian　literatures　was　unknown

with　many　opinions　in　his　historical　dates　and　ChiRese　name．　Accq－

rding　to　the　representative　opinions　of　Sei　翫4α　ヲ和ヨヨ清　andノ碗π力擁

Hagiwara’s萩原淳平，　the　former　made　him　Batu　M6ngke（born　1464，

reign　1481一1532　ot’　33），　and　the　latter　Bayan　M6ngke　his　brother　（reign

1488－i519　or　1520）．　lt　is　correct　that　judging　from　our　study，　Dayan

Qan　was　Bayan　M6ngke　（born　1469，　reign　1487一一1519）．

　　Literatures　in　Mongol　construct　a　great　legend　of　Dayan　Qan，　by
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arranging　as　a　single　hero　the　accempiishments　of　three　Qans　suc－

ceeding，　Batu　M6ngke，　BayaB　M6ngke　and　Bodialar．　The　MoBgolian

literatures，　especiaily謡歌9如Ytia・n－liu蒙古源流，　out王ined　legends，　not

the　historical　facts．　Dr．　Wada’s　’opinibn　has　a　fundamental　mistake

i’n　his　arrangement　o£　higtory　based　on　legends．

The　Structure　of　Cotton　lndustry　in　Normandy

’　Before　the　lndustrial　Revolution

　　　　　　　by

Haruh圭ko　Hattor三

　　This　article　is　to　establish　the　structure　of　the　French　fibre　industry

before　the　industrial　revolution，　as　a　preparative　worl〈　for　analyzlng

the　development　ef　the　industrial　revolution　in　the　very　industry；

which　means　£hat　the　economic　strueture　in　the　‘　maBufacturing　period’

shou｝d　be　examined　fr．om　tlte　viewpoint　of　the　industrial　revolutioB，

not　from　the　former　viewpoint　of　the　bourgeois　revolution．　Limiting

our　consideration　to　the　cotton　industry　in　eastern　Normandy　till　1880’s

we　examine，　using　the　possible　original　sources，　what　form　this　indu－

stry　toek　ln　both　the　privileged　city　of　Rouen　and　its　agrarian　sur－

roundings，　and　whae　structure　of　marl〈et　supported　its　production；　we

will　make　ie　clear　this　premise　must　be　a　condition　for　the　establish－

ment　of　factory　systein　and　offer　a　ceftain　comment　to　the　agcepted

view　especiaily　about　the　character　and　part　of　tke　urban　merchants

and　most　weavers　of　guild．

An　lnterpretation　of　the　Political　History　in

　　　　　　　　the　19　th　Century　England

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　Kenji　Muraoka

　　In　our　acadeiinic　world　of　historicl　researches，　the　hlstory　of　the　19　th

century　EnglaBd　has，　above　all，　been　considered　as　a　typical　course・

of　capitalist　development，　lt　has　come　to　be　a　fixed　prejudice　that
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